
委員長 副委員長

　１番 　２番

　３番 　４番

　５番 　６番

　７番 　８番

９番 １０番 　

１１番 １２番

１３番 １４番

１４名

な　し

 

町 長 副 町 長

教 育 長 入　江　哲　生 総 務 課 長 川　波　　　剛

企 画 課 長 亀　田　美　香 財 政 課 長 橋　本　照　美

税 務 課 長 稲　葉　佳　奈 出 納 室 長 仲　村　浩　之
住 民 課 長
人権・同和対策室

長
小　川　真　一 健 康 課 長 古　川　秀　志

環境防災課長 尾　畑　正　行 建 設 課 長 堀　内　　　明

都市計画課長 林　　　浩　嗣 農林商工課長 倉　掛　俊　一

上下水道課長 岡　部　裕　行 福 祉 課 長 神　﨑　英　昭

こども課長 八　尋　福　由 教 育 課 長 宮　﨑　宣　匡

生涯学習課長 𠮷　浦　高　幸

な　し

議会事務局長 議会事務局議会係長

山　本　　　孝 田　中　晴　美

財政課財政係

田　中　達　也

木　村　博　文

開　　　会 　　　　　令和　４年　　３月　　８日 (火) 　　１０時　００分

令和４年度筑前町予算審査特別委員会記録（１日目）

招集年月日 　　　　　令和　４年　　３月　　８日 (火)

招集の場所 　　　　　筑前町役場議会議場

横　山   善　美 田　中　 政　浩

散　　　会 　　　　　令和　４年　　３月　　８日 (火）　　１５時　５１分

出 席 委 員

寺　原　 裕　明

石　橋　 里　美

木　村　 和　彦 深　野　 良　二

田　口　 讓　司

柳　　　 雅　明

正副委員長 横　山   善　美

山　本　 一　洋

奥　村 　忠　義 山　本　 久　矢

木　村　 博　文 河  内   直  子

出席委員数

欠 席 委 員

中　野　髙　文田　頭　喜久己

   地方自治法

   本会議に職

   務のために

   出席した者

   の職氏名

   第１２１条

   の規定によ

　 り説明の為

　 に出席した

　 者の職氏名

欠　席　者



 

 

 

会 議 録 

 

 

令和４年度予算審査特別委員会 

 

 

［１日目］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月８日（火） 

 



1 

 

開  議  

委 員 長  おはようございます。 

 本日の出席委員は１４人につき定足数に達しております。 

 ただいまから予算審査特別委員会を開会します。 

（１０：００） 

委 員 長  これから本日の会議を開きます。 

 お諮りします。 

 予算審査特別委員会の日程は、議会運営委員会にて協議を行い、本特別委員会は

本日３月８日と９日及び１０日を予備日とする審査日程にしたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

委 員 長  異議なしと認めます。 

 したがって、本特別委員会は本日３月８日と９日及び１０日を予備日とする審査

日程期間に決定しました。 

 会議で付託されました議案第１４号から議案第２０号までを審査いたしますが、

審査の方法についてお諮りします。 

 審査の方法は、議会運営委員会で協議を行い、議案第１４号「令和４年度筑前町一

般会計予算について」は、所管課ごとに歳出の審査を行い、全ての所管課の歳出の審

査が終わって歳入を審査いたします。議案第１５号から議案第２０号までの各予算

については、会計ごとに審査を行います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

委 員 長  異議なしと認めます。 

 予算審査に入る前に、令和４年度筑前町一般会計予算の概要について説明を求め

ます。 

 財政課長 

財政課長  おはようございます。 

令和４年度筑前町一般会計当初予算の概要を説明いたします。 

 予算書の１ページをお願いします。 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１２８億４,３６８万７,００

０円となります。 

 第２条 地方債につきましては、起債の目的、限度額等について定めております。 

 ９ページの２表になります。限度額の計は４億６,０５４万５,０００円となりま

す。 

 １ページに戻りまして。 

第３条 一時借入金につきましては、借入れの最高額を１５億円と定めておりま

す。 

 第４条 歳出予算の流用につきましては、報酬、給料、職員手当等、共済費及び旅

費は、同一款内であれば流用できることを定めているものです。 

 それでは、１０ページから、総括により説明いたします。 

 歳入につきましては、各課からの歳出説明の後に歳入説明の時間がありますので、

要点のみ説明いたします。 

 １款町税は、前年度比１億６,５９２万２,０００円増の３１億９,１３７万３,０

００円を計上しております。 

 ２款地方譲与税から１１款地方特例交付金までは、前年度予算とほぼ同額を見込

んでおります。 
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 １２款地方交付税は、前年度比２億７,５７０万８,０００円増の３９億８,４０５

万６,０００円を計上しております。 

 １４款分担金及び負担金は、前年度比１,０６１万８,０００円の増となっており

ますが、主に介護保険事業分担金及び保育料の増によるものです。 

 １５款使用料及び手数料は、前年度比６６２万８,０００円の増、主にごみ収集手

数料の増によるものです。 

 １６款国庫支出金は、前年度比３億５６０万９,０００円の増で、主に新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金のほか、コロナ関連の負担金、補助金の増

によるものです。 

 １７款県支出金、前年度比１億５,５２７万円の増額。 

 １９款寄附金は２億２,０２６万１,０００円を計上しています。このうち２億２,

０００万円はふるさと応援寄附金です。 

 ２０款繰入金につきましては、財政調整基金及び特定目的基金の繰り入れ並びに

住宅新築資金等貸付事業特別会計繰入金として、４億８,１１０万円を計上しており

ます。 

 ２３款町債は、前年度比２,７４０万９,０００円減の４億６,０５４万５,０００

円を計上しております。 

 次に、歳出について説明いたします。 

 １２ページをお願いします。 

 本年度予算が前年度から１１億５,８１１万４,０００円の大幅な増加となってお

りますが、前年度当初予算が骨格予算であったことによるものです。６月補正後の

肉付け後予算との比較では、６億６,７４０万６,０００円の増となっております。 

 １款議会費１億８９１万６,０００円、前年度比５７万２,０００円の増です。 

 ２款総務費１７億３,９６７万円、前年度比２億８,４４１万５,０００円の増で

す。増額の主なものは、自治体ＤＸ事業、オンデマンドバス導入委託料、新型コロナ

ウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業により実施しますキャッシュレス・コ

ンビニ納付導入事業、スクールバス購入事業等に要する経費の増によるものでござ

います。 

 ３款民生費４３億２,７９９万３,０００円、前年度比５,０３６万６,０００円の

増です。増額の主なものは、障害者自立支援給付費事業の増によるものです。 

 ４款衛生費１４億２,３２８万２,０００円、前年度比２億４,８５６万円の増で

す。増額の主なものは、新型コロナワクチン接種事業によるものです。 

 ５款農林水産業費６億２,５４９万５,０００円、前年度比１億７,９２１万６,０

００円の増です。増額の主なものは、高収益型園芸産地育成事業補助金や両筑平野

用水県営二期事業負担金、ため池特措法劣化評価業務及び地震耐性評価業務委託料

の増によるものです。 

 ６款商工費１,８５５万５,０００円、前年度比３７２万５,０００円の減です。 

 ７款土木費１３億６,３１１万１,０００円、前年度比２億８,３３５万１,０００

円の増です。増額の主なものは、町営住宅維持管理業務及び道路新設改良事業によ

るものです。 

 ８款消防費５億４,６１９万円、前年度比６,０５４万５,０００円の増です。増額

の主なものは、広域消防負担金及び防災倉庫新築工事に要する経費の増によるもの

です。 

 ９款教育費１２億５２４万円、前年度比８,０４８万４,０００円の増です。増額

の主なものは、埋蔵文化財センター実施設計業務委託料、夜須中学校給食調理業務

委託料の増によるものです。 
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 １０款災害復旧費６,２２０万円、前年度比１,９４０万円の減。 

 １１款公債費１３億９,３０３万５,０００円、前年度比６２７万円の減。 

 予算書の１２３ページ、１２４ページをお願いします。債務負担行為に関する調

書となっております。 

 １２５ページから１３７ページまでは、給与費明細書です。 

 １３８ページは、地方債の現在高の見込みに関する調書となっております。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

委 員 長  一般会計予算概要の説明が終わりました。 

 この件で質疑があればお受けします。 

 （質疑なし） 

委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 議案第１４号「令和４年度筑前町一般会計予算について」を議題とします。 

 議会事務局、監査事務局の予算説明を求めます。 

 議会事務局長 

議会事務局長  議会事務局、監査事務局の予算について説明をいたします。 

 初めに、議会の予算を説明いたします。 

 予算書の３１ページをお願いいたします。 

 １款１項１目議会費です。本年度予算額は１億８９１万６,０００円となっており

ます。昨年度と比べ５７万２,０００円の増額となっております。 

 それでは、昨年度と比較しまして増減があった主なものを説明いたします。 

 ３節職員手当等は、扶養手当や通勤手当等の減額により、前年度比６２万５,００

０円の減額となっております。 

 ４節共済費は、議員共済組合の負担率が１.４％減額されたことに伴い、前年度比

６５万９,０００円の減額で計上しております。 

 ８節旅費は、前年度比５５万４,０００円の増額です。昨年度中止になりました広

報委員会全国研修旅費について、昨年度におきましては補正予算で予算を確保して

おりました。これにつきまして、今回改めて令和４年度当初予算に計上したもので

す。 

 予算書３２ページをお願いいたします。 

 １４節工事請負費１２０万８,０００円は、損傷や経年劣化が著しい議長室、議員

控室、委員会室のじゅうたん並びに議場、バックヤード等の壁クロスを更新するも

のでございます。 

 次に、監査の予算を説明いたします。 

 予算書５５ページをお願いいたします。 

 ２款６項１目監査委員費です。本年度予算額１３８万２,０００円を計上しており

ます。委員の報酬、各監査時の費用弁償、研修旅費など、必要な経常経費を積み上げ

て計上しております。 

 以上で議会事務局及び監査事務局の説明を終わります。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 

委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、議会事務局、監査事務局の予算説明を終わります。 
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 総務課の予算説明を求めます。 

 総務課長 

総務課長  令和４年度総務課に関します主な予算内容について、ご説明申し上げたいと思い

ます。 

 予算書の３２ページをお開き願いたいと思います。 

 ２款１項１目一般管理費、予算額３億６,４５３万８,０００円で、前年度比１,３

９４万９,０００円増となっております。 

 １節報酬から４節共済費につきましては、正副町長、総務課関係の人件費及び総

務課関係の行政運営全体の費用でございます。 

 ３３ページをお願いいたします。 

 ４節共済費のうち社会保険料等３,８５７万８,０００円及び雇用保険料２２０万

９,０００円につきましては、会計年度任用職員の増、期末手当及び昇給などによる

ものでございます。 

 事前通告にあっております今後の人事政策の基本的な考え方につきましては、令

和５年度以降、段階的に、２年ごとに１歳ずつ退職年齢が延長されることとなって

おります。これに伴いまして、２年に一度は原則、退職者が発生しないこととなりま

すが、数年間の退職者の動向を十分見極めながら弾力的な採用を行っていく必要が

あると認識をいたしております。このため、一般的に人件費が増加する可能性があ

ると考えられます。 

 また、町民皆様からの様々な要望や社会情勢の変化、近年では災害やコロナ対策

といったことに伴いまして、会計年度任用職員に頼るところが大きくなっているの

が現状でございます。国、県の財政措置等を見極めながら最低限の必要人数を雇用

していきたいと考えているところでございます。 

 ５節災害補償費２０万円につきましては、令和２年度に発生いたしました公務災

害に伴い、かかる医療費等が令和３年度で終了したために大幅減となったところで

ございます。 

 ７節報償費のうち講師謝金５０万円及び８節旅費のうち研修旅費１３５万１,０

００円につきましては、地域活性化センターからの助成金１００万円、地方創生に

向けてがんばる地域応援事業助成金を活用し、職員研修の充実を図るものでござい

ます。 

 １１節役務費のうち災害対策費用保険料１３７万円につきましては、災害時にお

ける高齢者避難、または、避難指示が発令された場合にかかる職員人件費に対し、保

険給付が受けられる制度でございまして、有効と考え、新たに加入するものでござ

います。 

 予算書の３４ページをお開き願います。 

 １２節委託料のうち事務所改修設計委託料１００万円につきましては、機構改革

に伴います配置先改修の検討に必要な設計費用を見込んだところでございます。 

 １８節負担金補助及び交付金のうち甘木・朝倉・三井環境施設組合負担金、職員分

といたしまして４９７万１,０００円及び福岡県介護保険広域連合負担金、職員分６

０２万１,０００円につきましては、おのおのの団体との人事交流に伴います人件費

の負担分でございます。 

 ３５ページをお願いいたします。 

 ２款１項２目文書広報費、予算額１,７９９万６,０００円で、前年度比１３６万

６,０００円の増となっております。 

 １２節委託料のうち例規整備等支援業務委託料７７万円は、職員の定年延長に伴

いまして、多岐にわたる条例や規則の整理が必要となるために行うものでございま
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す。 

 また、文書管理システム保守委託料１３１万８,０００円につきましては、令和３

年度に導入いたしましたシステムの年間保守料でございます。 

 １３節使用料及び賃借料のうちＬＩＮＥシステム使用料７４万３,０００円につ

きましては、ワクチン接種等で町からの必要な情報を受け取る側が選択できる機能

や、道路や公園等の破損情報を町民の方からいち早く受け取ることが可能な機能を

有しておりまして、様々な利活用を想定しているものでございます。 

 予算書の４３ページをお開き願います。 

 ２款１項２２目自治振興費、予算額４,４６９万５,０００円で、前年度比２５３

万３,０００円の増となっております。増額の主な要因は７節報償費で、町内世帯数

の増加に伴い区長報酬の増、功労者表彰記念品費といたしまして、功労賞メダルの

在庫がなくなったことによる新たに製作するための費用、１１節役務費のうちボラ

ンティア保険料が、令和３年度の給付実績に伴い増額となったものが要因でござい

ます。 

 ここでも、事前通告があっております行政区の統合などの考え方についてという

ことでございます。区長報酬が伸びている要因につきましては、先ほどご説明申し

ましたとおり、世帯数の増によりまして増加しております。各区長には多くの行政

事務を委嘱しており、報酬額については慎重に検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 行政区の統合につきましては、自治会はあくまでも自主的運営組織であるため、

関係自治会が統合の意向を示された場合は支援していきたいというふうに考えてお

ります。また、コミュニティ推進計画等も併せて整合性を持たせていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

 次の事前通告においては、功労者表彰記念費の増額の内容はということでござい

ました。これにつきましても先ほど説明いたしましたように、これまで平成１９年

度に３０個を作成し、各年度２名に贈呈してきたところでございます。今回、在庫が

なくなったために、まとめて制作したほうが効率的であるため、前回同様３０個の

作成をするものでございます。 

 今後の功労者表彰の考え方につきましては、町の功労者表彰は原則２名を表彰し

ていきたいと考えております。この功労者の表彰、併せて善行者、スポーツ、文化の

表彰につきましても、幅広く長い年月ご活躍いただいている方等を含めて要件の緩

和をし、選考の対象を増やしていくことを検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 

 予算書の４７ページをお開き願います。 

 ２款１項２８目そったく基金事業費で、食をテーマといたしました北部振興支援

策を推進してまいりたいというふうに考えております。予算額として１００万円を

計上いたしているところです。 

 予算書の４８ページをお願いいたします。 

 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費として、２３事業を予算額１億８,

６８５万６,０００円で計画をいたしておるところです。その中でも総務課で担当し

ます事業といたしましては、地域の魅力発信事業といたしまして、１２節委託料の

うちテレビ番組制作委託料２００万円、テレビ放映を通じて町のＰＲを行い、ひい

ては、ふるさと納税につなげていきたいというふうに考えているものでございます。 

 また、１７節備品購入費といたしまして、公用車の更新３００万円、こちらについ

ては脱炭素社会を念頭に、ハイブリッドの軽乗用車等を計画いたしているところで

ございます。 
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 ４９ページをお願いいたします。 

 ２款２項１目税務総務費でございます。このうち固定資産評価審査委員会に係る

経費といたしまして、１節報酬８万４,０００円を、１８節負担金補助及び交付金に

は、固定資産評価審査委員会運営研修会負担金８,０００円を計上いたしているとこ

ろでございます。 

 次に、予算書の５２ページをお開き願います。 

 ２款４項１目選挙管理委員会費、予算額４３万円及び２款４項２目選挙啓発費、

予算額２２万５,０００円につきましては、例年のごとく必要な経費を計上させてい

ただいたところでございまして、内容については割愛させていただきたいと思って

おります。 

 ５３ページをお願いいたします。 

 ２款４項４目参議院議員選挙費、予算額１,５２２万４,０００円及び２款４項７

目町議選挙費、予算額２,６５７万５,０００円につきましては、令和４年度中に執

行予定のおのおのの選挙に関します必要経費を計上しております。 

 予算書の５４ページをお開き願います。 

 町議選挙費の１８節負担金補助及び交付金のうち選挙運動公費負担金が、令和２

年公職選挙法の一部改正に伴い公費負担となり、従前の選挙費に新たに加わったも

のでございます。こちらでも事前通告があっておりまして、選挙運動公費負担金の

内訳につきましては３項目を挙げさせていただいております。 

 まず１点、選挙運動用自動車負担金、こちらにつきましては選挙運動期間５日間

で、１人あたり３２万２,５００円を予定いたしているところです。また、選挙運動

用ビラ交付費負担金といたしまして、候補者１人につき１,６００枚を限度とし、１

人あたり１万２,０１６円、選挙運動用ポスター公費負担金といたしまして、候補者

１人の限度額１人につき３５万１,４６８円を２０名の予定で計上いたしていると

ころでございます。 

 予算書の１２５ページをお開き願います。 

 こちらからは、給与費の明細書になっております。 

 まず、（１）特別職の関係でございます。表中の比較の共済費の減額につきまして

は、長期共済の負担金が不要となった要因と、共済費負担率が改定されたことによ

ります減額でございます。 

 予算書の１２６ページをお開き願います。 

 一般職の（１）総括をお願いいたします。 

 令和２年度から一般正規職員及び会計年度任用職員の報酬を計上いたしていると

ころでございます。職員手当においては、会計年度任用職員に支給いたします期末

手当、共済費は会計年度任用職員の社会保険料負担分を含んでおるところでござい

ます。 

 １２７ページをお願いします。 

 ア、会計年度任用職員以外の職員、いわゆる一般職正規職員を１２８ページ、イに

は、会計年度任用職員をそれぞれ記載しているところでございます。 

 １２９及び１３０ページには、給料及び職員手当の増減額の明細を記載している

ところでございます。 

 １３１ページをお願いいたします。 

 アの職員１人あたりの給与でございます。４月１日現在の平均給料等と平均年齢

を、行政職、労務職ごとに記載いたしております。平均給料月額は給料月額の平均、

平均給与月額は給料に職員手当を加えた平均額となっているところでございます。 

 １３２ページをお開き願います。 
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 こちらでは、級別職員数で、級ごとの職員数とその構成比を記載いたしていると

ころです。 

 １３３ページをお願いいたします。 

 こちらには、級別の標準的な職務内容を記載いたしているところでございます。 

 １３４ページをお開き願います。 

 こちらは、昇給の内訳を記載したものでございます。 

 １３５ページ及び１３６ページは、各種手当について記載をいたしております。 

 オの期末手当・勤勉手当、カの定年退職及び勧奨退職に係る退職手当につきまし

ては、国の支給率どおりとなっているところでございます。キの地域手当につきま

しては、福岡県と介護保険広域連合本部に派遣しています職員を対象としたもので

ございます。 

 １３７ページをお開きください。 

 こちらでは、通勤手当について、県の支給基準のとおり定めたものでございます。 

 以上で総務課の説明を終わらせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 山本一洋委員 

山本一洋委員  私が出しておった事前通告の部分では説明がありましたけれども、１点、行政改

革、行政区の統合の関係でもう少しご質問したいんですが。 

 私ちょっと行政区別の人口総計表というか、そういうものを頂きましたが、これ

を見ますと、今、行政区５１でしょうか、あると思いますが、人口増によって世帯数

が多いところと少ないところの差がどんどん出てきているんですよね。多いところ

は７５５世帯。で、もう１ランクは６６３、下髙場ですけれども。そういう行政区、

世帯数が多いところと、逆に、もう世帯数が２０台とか３０台とか、４０台のところ

もある。 

 今さっきの課長の説明の中で、自治会からの統合の意思がある場合について考え

たいというようなことでございましたけれども、ある程度、町のほうから話をして

いかないと。このままずっとこの行政区５１を続けられるのか。今の話からすると、

ずっと続けますよということのようですけれども、私は考えてみる必要があるんじ

ゃないかと。防災の関係、それから、環境面の関係、環境衛生ですね、そういう部分

を含めて、ある程度コミュニティみたいなものをつくって、統合できるところは統

合をやって、そこでやっていただくとかいう形を示していかないといけないのでは

ないかというふうに思いますが、その点でお答えをお願いしたいと思います。 

委 員 長  総務課長 

総務課長  お答えいたします。 

 確かに委員おっしゃるとおり、各行政区においての組織の増減は大きいところは

あるというふうに認識はいたしております。 

 先ほどの説明の中でも若干触れさせていただきましたけども、コミュニティ推進

計画等々との整合性といったものもあろうかと思っております。この間、南部地区

のモデル区域を含めて、行政区の在り方を問うたことが何回もあったところでござ

います。そういった中で、このコミュニティを今後どう進めていくのかということ

は一つの大きな課題であるというふうに認識いたしております。しかしながら、各

行政区の成り立ち、各行政区の思い、そういった部分でなかなか統合に達せない部

分があったのではないかというふうに認識をいたしております。 

 ただ、そういうことがあったからこのことに目をつぶるということではなくて、

このことを一つの契機として、今後の区長会等を通じ、ご意見等を聞いてまいりた
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いというふうなことを考えているところでございます。 

 以上です。 

委 員 長  山本一洋委員 

山本一洋委員  分かりました。今後につながるということで、受け止めていきたいというふうに

思います。 

 それともう１点ですけれども、功労者表彰のところで８万円ほど増えるんですけ

れども、メダルが足りないというようなところのお話がございました。メダルが幾

らするのか知りませんけれども、何個買うのか知りませんが、基本的な部分で毎年

２名はというようなこともありましたけれども、どんなもんでしょうかね。議会議

員も何かそういう対象にもなってあるようですけれども、この功労者表彰が、もう

誰でもというようなことは言いませんけれども、今まで町のために尽くされた方と

いうのは十分わかっていますけども、今後、やっぱりもう何年も続くと候補者選び

に相当苦労せないかんように、逆になってくるのではないかというふうに思うんで

すが、そこのところの見解をお願いしたいと思います。 

委 員 長  総務課長 

総務課長  最初に金額が増額になったことについては、一応メダルを３０個作成させていた

だこうと思っております。現段階でもう既にございませんので、その対応は取りた

いと。 

 先ほどの説明の中でも触れておるかと思いますけれども、年間２人程度を功労者

表彰としては考えていこうというふうに認識しております。 

 当然のことながら、この功労者の方々を推薦していただくということで、推薦委

員会の中で功労者の方の推薦をお願いいたしているところでございます。その推薦

委員会の中でも、例えば今まで、委員がおっしゃいましたように、議員の方々とかそ

ういった方々にとらわれず、長年町に、例えば交通安全とかいろんな部分で取り組

んである方も一つの選択肢として必要ではなかろうかといったところの議論も実は

させていただいているところでございます。その中では当然、年数の規定といった

もの等もございますので、そういったものを含めまして、さらなる協議を今後とも

進めさせていただこうというふうに考えているところでございます。 

 よって、一般町民の方を含めた、長年町にご協力いただいている方を視野に入れ

ながら今後検討していきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

委 員 長  山本一洋委員 

山本一洋委員  分かりました。 

 では次に、３４ページですけれども、委託料。新規で事務所改修設計委託料が１０

０万円出てきていますが、説明がありました事務機構改革に伴う事務所をつくると

いうようなことですが、設計委託料だけに１００万円ということになると、何か新

しいものをどこかにつくられるのか、ちょっと内容がですね。事務機構改革をした

後、そういう準備室みたいなものなのかどうか分かりませんが、委託料に１００万

円かかるということは総額どのぐらいのことを計画してあるのか。設計委託料だけ

に１００万円、また別にお金がかかると思うんですが、そこのところをちょっとお

尋ねをいたします。 

委 員 長  総務課長 

総務課長  お答えいたします。 

 機構改革等につきましては、前々回でしょうか、議会の中でも今後の方向性とい

ったものはお示しをさせていただいたところでございます。合併いたしましてもう

十数年たつわけでございまして、その中で今の配置等については十分検討に値する
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ような問題等もあるようでございます。そういったものを今回、腹案として事務局

レベルとしては想定した内容を今持っているところでございます。これを職員間で

のディスカッションといいますか、プロジェクトチーム等を設定しながら議論を重

ねていきたいというふうに思っておりまして、その中では、基本的に、課の配置に係

る配置レイアウト、そういったものを想定しているものでございますので、金額と

して１００万円投じるということで、ちょっと情けない金額ではございますけれど

も、そういうことでお願いをいたしているところでございます。 

 以上です。 

委 員 長  山本一洋委員 

山本一洋委員  すいません、ちょっと私の勘違いもあって、工事の関係という頭があったもので

すから、申し訳ありません。分かりました。 

委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 木村博文委員 

木村博文委員  すいません、座ったまま失礼します。 

 ４８ページのテレビ番組制作委託料で２００万円出てきましたけども、これ、ど

この課でしようかなと思っていたんですけども、８４ページに建設課分で、みなみ

の里のいろいろ費用が出ているんですね、１,０００万円ほど。ここには７００万円、

もろもろ入れて１,０００万円近くなると思うんですけども。２年たっていまだに、

ＳＮＳ関係が整備されてないんですよ。情報発信という部分で。今のこの２００万

円というのは、ふるさと納税の増額とかを見込まれてっていう補足説明がありまし

て、また、みなみの里のバージョンとはちょっと違うのかなと思うんですけれども、

やはりあそこも建てるときに、町の観光であり何なりの情報発信をあそこからやっ

ていくということを言われてあったんですけども、九州地方整備局、あそこも道の

駅のホームページを持っていますけど、いまだに工事中なんですよ、あそこ開いた

ら。道の駅連絡会費ですか、１１万円ほどで出してありますね、そこもまだＳＮＳ上

では、ホームページは全然整備されてないんです。 

 だから、そういうとこでもっとやるしこやって、やっぱり情報発信をして、この２

００万円だったら分からんでもないんですけども、もうちょっとやることやってっ

て、私の中では思うわけですが、その辺りを。 

委 員 長  総務課長 

総務課長  お答えいたします。 

 それぞれにおきまして、まだまだ不十分なところは多々あるのかもしれません。

しかしながら、現在も、今取り組んでおります町のＰＲの一環として、ＫＢＣを活用

した「ふるさとＷｉｓｈ」を町村会と連携を組んでやってきた経緯がございます。よ

り多くの方に町をＰＲし、町のことを知っていただくという一つのＰＲ合戦、今現

在もＫＢＣのテレビ画面で１週間通じて行われているという状況であるということ

はご認識いただけるかなと思っております。 

 このことによりまして、どれだけのＰＲが可能なのかというのを私どもとしまし

ても十分考えたところでございます。せっかくならば、本町１本に絞ったＰＲ、先ほ

どからも説明で触れましたように、なかなかふるさと納税につないでいけない部分

と、ご認識いただいてない部分が多々あるのかなと。ただし、これは福岡県内という

特定の地域にしかなりませんけれども、まだまだ筑前町を知っていただく機会が少

ないのかなということで、今回「ふるさとＷｉｓｈ」を一つのターゲットとして、そ

れにかかる費用、１週間分の放映費を検討したところでございます。 

 ただ、委員がおっしゃいますように、他の部分で不十分な部分があるかというこ

とは十分認識しておりますけども、さておいてＰＲをすることも一つの方策なのか



10 

 

なということを考えまして、今回、計画に盛り込ませていただいたということでご

ざいます。 

 よろしくお願いいたします。 

委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  もうご承知のとおり、この２００万円かけて費用対効果、それをぜひ十分に上げ

ていただきたい。そのためには、宣伝するとやっぱりお見えになりますので、そした

ら道の駅に来て、あの中で、ここの道の駅は何かすごい、イベントとか情報があるな

というのが感じられるような、そういうふうなところも考えた上で、一緒にやって

いただきたい、この２００万円を使ってＰＲをしていただきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

委 員 長  総務課長 

総務課長  お答えいたします。 

 委員おっしゃるとおり、本町のポテンシャルといいますか、観光のポテンシャル

等々、十分に機能を発揮させながら、魅力あるまちのＰＲに努めてまいりたいとい

うふうに思います。 

 以上です。 

委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で、総務課の予算説明を終わります。 

 次に、出納室の予算説明を求めます。 

 出納室長 

出納室長  出納室の予算についてご説明させていただきます。 

 予算書の３６ページをお願いいたします。 

 ２款１項４目会計管理費は、出納事務遂行に必要な人件費、事務費、負担金など、

経常的な経費が主な内容となります。本年度予算額５７６万円、前年度比３２６万

円の減となっております。減額の主な要因は、１節報酬及び３節職員手当等の会計

年度任用職員１名分の人件費が減ったことによるものです。 

 その他の８節旅費から１８節の負担金補助及び交付金まででございますが、こち

らにつきましては事務費等の経常経費でございまして、前年度から額の大きな増減

や業務の内容の大きな変更等はありません。 

 以上で予算の説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

河内委員  予算書の３６ページ。本年度、前年度に比べ３２６万円の減は、会計任用職員１名

減ということでしたが、１名人数が減って、業務に支障が出ないのですか。 

委 員 長  出納室長 

出納室長 

 

 お答えいたします。 

 前年度の会計年度職員の代わりに、私が配属された分によるものでございます。 

 以上でございます。 

委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で、出納室の予算説明を終わります。 

 続きまして、企画課の予算説明を求めます。 

 企画課長 

企画課長 

 

 企画課の令和４年度予算概要について、ご説明をさせていただきます。 

 予算書の３９ページをお開きください。 

 ２款総務費、１項総務管理費、１９目企画費でございます。職員人件費を除く総額
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１億８,０５９万５,０００円です。昨年度と比較して１,６４８万５,０００円の増

です。主な要因は、ふるさと応援寄附金事業及び企業版ふるさと納税事業に関する

経費の増によるものです。ふるさと応援寄附事業では、令和４年度は２億２,０００

万円の寄附を見込み、それに伴う経費や事業を推進するための人材確保の経費を計

上しております。 

 具体的には、７節報償費、これは返礼品でございます。１１節役務費、１２節委託

料、１８節負担金などです。ふるさと納税事業は寄附額が低迷していることもあり、

事業推進のための方策として寄附サイトの増設、外部人材の確保を行う予定です。

１２節のふるさと納税促進委託料として、さとふる、楽天、ふるさとチョイスに加

え、新たに３つのサイトを追加する計画としております。１８節には総務省の地域

活性化起業人制度を活用して、民間企業の視点で取り組みを展開していくための人

材確保の経費を計上しております。その他の取り組みとしまして、県共通返礼品の

取り扱い事業者の登録を推進し、既に数社の登録がされております。今後も返礼品

数を増やしていく予定です。 

 また、新規計上になりますが、企業版ふるさと納税事業の経費として、１２節に企

業版ふるさと納税促進委託料、地域力創造アドバイザー、パンフレット制作などの

委託料を新たに計上しております。 

 事前のご質問にありました促進委託料は、寄附見込み企業の紹介を専門の事業者

や経験豊富な私人に委託するものでございます。寄附金を受領した後に、寄附額の

１０％から２０％を支払う契約となります。 

 地域力創造アドバイザーは、総務省の制度を活用し、地域の魅力や価値を向上さ

せながら地域力を高め、地域創生、地域活性化につなげるための指導及び助言を行

う外部専門家です。 

 ご質問の委託料の内容ですが、東京から当町までの交通費、企業訪問やプロモー

ションのアテンド業務、企業版ふるさと納税や政策アドバイス等の報酬ほか、諸経

費となります。企業版ふるさと納税はもちろん、様々な角度から地域活性化策のア

ドバイスをいただいていきたいと考えております。 

 その他、１８節広域圏事務組合一般会計負担金の減は、令和３年度に事務改善の

検討を行ったことによるものです。 

 また、例年、大黒様まつり物産展に９０万円の補助を行っておりましたが、令和４

年度は実施しないとの意向を示されましたので、その分が減額となっております。 

 大刀洗飛行場平和事業推進協議会の事業に関するご質問ですが、朝倉市、大刀洗

町、筑前町で、現在大刀洗平和記念館に展示しております九七式戦闘機の保存管理

を行っております。予算は戦闘機の保険料で、各市町の人口割の負担となっており

ます。 

 続きまして、４１ページをお願いいたします。 

 平和記念館費でございます。５,５６８万９,０００円で、前年度比較４６２万２,

０００円の増です。主な増額は、会計年度任用職員の人件費になります。その他、前

年度から大きな変更はありませんが、記念館のパンフレット等の在庫が少なくなり

ましたので増刷する印刷代７５万円、記念館のアプローチが汚れで滑りやすく危険

なため洗浄の予算３０万円ほどを増額、警備委託について委託内容を精査し減額を

しております。また、新たな展示品の展示ケース購入費などを計上しております。 

 ４４ページをお願いいたします。 

 ２３目コミュニティ推進費でございます。８２５万９,０００円です。主に少年大

使館の運営管理の経費になります。 

 前年度からの変更点としましては、これまでは少年大使館の運営管理を含めて南
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部地区コミュニティ運営協議会活動に対し、コミュニティ活動推進助成金として約

５６０万円を交付してきたところです。これを、少年大使館の貸し館利用料徴収事

務を地方自治法の規定にのっとり実施していくため、施設管理運営を南部地区コミ

ュニティ運営協議会に委託をし、管理運営に、運営管理に関する経費分約５７８万

円を委託料に計上、コミュニティの活動に対しましては、これまでどおり補助とし

て５０万円を計上しております。 

 ご質問にありました５０万円の内訳につきましては、南部地区の４つの部会活動

に各５万円、５区合同行事に３０万円となっております。 

 また、コミュニティ組織の推進につきましては、南部地区をモデルに全町的な展

開を目指して区長研修や先進地視察、行政区や団体等への働きかけなどに取り組ん

できましたが、本町では行政区単位でのコミュニティ活動がしっかり根づいており、

新たな枠組みの受け入れが難しい現状で、今のところ南部地区の活動支援にとどま

っております。 

 ご質問いただきました住民の方向けの講演会や研修につきましては、先ほど述べ

た現状もあり、また、コロナウイルス感染症の影響下でもあり、来年度は実施を見送

ることで予算を減額しております。 

 みんなで創る郷づくり助成金につきましては、事業申請がありませんでした。 

 同じページです。 

 ２４目男女共同参画推進費１,３８１万９,０００円でございます。主に男女共同

参画センター事業に係る経費でございます。ほぼ前年度並みの予算ですが、前年度

実績等により精査を行い、１０１万６,０００円の減となっております。 

 新たなものとしましては、啓発事業の一環に映画上映を計画しておりますので、

１３節使用料として８万８,０００円を計上しております。また、１８節工事請負費

として、リブラ１階ロビーのカーテン設置工事を予定しております。 

 ４７ページをお願いいたします。 

 ２９目公共交通活性化対策事業４,８７５万１,０００円でございます。前年度比

較で２,４０３万円の増です。主な増額要因は、ＡＩオンデマンドシステムの実証運

行の計画によるもので、１２節委託料に１,７００万円を計上しております。令和４

年度の１０月頃をめどに実証運行を開始したいと考えております。現在の地域巡回

バスの運行と並行して、オンデマンドシステムの説明会や試乗、登録や予約の体験

会などにより周知を図っていくところです。 

 １４節工事請負費につきましては、篠隈新道のバス待合所が歩道設置により移設

の必要が生じますので、その経費でございます。 

 ４８ページをお願いいたします。 

 ３８目新型コロナウイルス地方創生費です。企画課の所管分としまして、１４節

工事請負費のうち５００万円がリブラの空調整備、１７節備品購入費の地域巡回バ

ス車両４７２万６,０００円の２事業となります。 

 リブラはご存じのとおり自主避難所として、また、三輪地区の期日前投票所とし

て利用されるようになりましたが、ロビーなどの共用部分には冷暖房がなく、利用

者からの要望も多く出されておりました。今回、コロナ臨時交付金により、空気清浄

機能を備えた空調機を整備したいと考えております。 

 地域巡回バスにつきましては、そったく号が更新時期を迎えましたので、アクリ

ル板の仕切りや降車合図ボタンなどの感染防止策を講じた車両に買い換えを行うも

のでございます。 

 ５４ページをお願いいたします。 

 ５項統計調査費、１目統計調査総務費です。各種統計調査の実施に係る経費が主
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なもので、予算額は２６４万７,０００円でございます。 

 令和４年度は、就業構造基本調査、経済センサス調査区管理、住宅・土地統計調査

区設定に関する経費を計上しております。調査員報酬や消耗品、通信運搬費等の事

務費が主なものでございます。 

 ８２ページをお願いいたします。 

 ６款商工費、１項商工費、３目観光振興費２３３万３,０００円でございます。観

光関係の各種団体につきましては、広報やイベント、冊子掲載など、観光情報を幅広

く発信できるよう、連携して取り組んでおります。新たに計上しています観光案内

板の更新につきましては、砥上岳登山道関係の注意喚起看板を新しくするものです。 

 最後に、８９ページをお願いいたします。 

 ８款消防費、１項消防費、１目常備消防費になります。広域消防負担金として４億

４,０７６万３,０００円の予算額です。前年度比較２,６４６万１,０００円の増額

となります。 

 ご質問にありました常備消防負担金が昨年度より増となっておりますのは、負担

額の算出根拠である基準財政需要額が、令和２年度国勢調査人口等を基に算定され

たことに伴い負担割合が変更となったこと、また、朝倉市の基準財政需要額につい

て、昨年度までは合併算定替えを適用した数値となっておりましたので、適用がな

くなった分が影響していると思われます。 

 以上で、簡単ですが企画課の予算概要の説明を終了させていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 

委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、企画課の予算説明を終わります。 

 次に、財政課の予算説明を求めます。 

 財政課長 

財政課長  財政課予算について説明いたします。 

 予算書３２ページをお願いします。 

 ２款１項１目１０節需用費の消耗品費１,１８１万３,０００円のうち、財政課所

管の予算が１,１５８万３,０００円です。コピー用紙等の一般事務用品の予算とな

ります。前年度より１１４万７,０００円の増額です。 

 ３５ページです。 

 ３目財政管理費５,０２３万６,０００円、前年度比２３６万８,０００円の減です

が、人件費のほかは前年度とほぼ同額です。 

 ３６ページです。 

 ５目財産管理費１億５９３万２,０００円、前年度比３８６万３,０００円の増で

す。予算の内容は、本庁、コスモスプラザ等の施設管理、公用車の運用管理、町有地

管理が主なものです。増額の要因は、契約管理システム保守委託料９９万円の増、庁

舎揚水ポンプ更新、屋外雨水配管改修ほか工事費２３５万１,０００円の増などによ

るものでございます。 

 ここで、質疑事前通告書の、本庁、支所におけるガソリン給油の統一はなされたの

かというご質問につきましては、現在、本庁エリア、支所エリアにある給油所に年度

当初見積りを徴し、最低価格であったそれぞれの給油所と年間契約を取り交わして

おりますので、統一はなされておりません。 

 また、ガソリンの価格の変動があるため、その２か所の給油所から毎月見積りを
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取って単価の見直しも行っております。 

 本庁、支所間は往復で１０キロの距離があります。それに要する燃料費、時間等を

考えますと、本庁、支所それぞれに給油所を設けることについては、利便性、効率

性、経費の面からも合理的であると考えております。 

 ちなみに、令和３年度の本庁、支所給油所の毎月の単価を比較しましたところ、価

格の差は年間で平均約１円という結果でした。このようにほぼ同額の単価であるこ

とから、先ほどの理由により、現時点では本庁、支所それぞれに給油所を設ける形態

のほうが有効であると思われます。 

 なお、今後も価格の推移等には注視しまして、その時々の状況により、より費用対

効果のある方法で対応していきたいと思っております。 

 次に、３７ページです。 

 ６目財政調整基金費から、３８ページ、１７目そったく基金費までと、ページが飛

びますが４８ページの３７目観光振興基金費、３９目新型コロナウイルス感染症対

策基金費、４０目企業版ふるさと応援基金費までは、基金積み立ての予算となりま

す。 

 ３８ページに戻っていただきまして、１５目ふるさと応援基金費は、ふるさと応

援寄附金見込額２億２,０００万円から経費を差し引いた８,７６２万１,０００円

を元金積み立てとして計上しております。 

 ４２ページをお願いします。 

 ２１目行政情報処理費です。予算額１億１,２１３万９,０００円、前年度比２６

１万２,０００円の増です。予算の内容は、主に電算システムに係るものであります。

増額の主な要因は、新たに自治体ＤＸ関連事業として、１節報酬、３節職員手当、８

節費用弁償に、会計年度任用職員１名分の人件費２１３万７,０００円の増額。１２

節委託料に、押印義務見直しシステム改修事業委託料１１８万８,０００円、行政手

続オンライン化対応事業委託料１,１７３万９,０００円、自治体ＤＸネットワーク

変更業務委託料１０１万８,０００円、地域活性化起業人制度を活用し、専門的知見

を有する外部人材をマッチングさせるためのサポート委託料として５６万円。１８

節負担金補助及び交付金に、外部人材活用経費として地域活性化起業人制度負担金

５６０万円を計上しております。 

 ここで、事前通告書の、自治体ＤＸを進めることによる町民の利便性向上は具体

的に何を想定しているのかというご質問につきましては、具体的に令和４年度の取

り組みとして、スマホや自宅のパソコンを利用し、役場に来庁することなく各種申

請手続きを行うオンライン申請、さらに、公共施設の利用確認、予約を行うオンライ

ン予約の構築に取り組む予定としております。 

 次に、自治体ＤＸの工程表に関するご質問につきましては、現時点での計画とな

りますが、国が推進するＤＸの中身として目標時期が設定されている取り組みが大

きく２つございます。 

 １つ目は、先ほど述べました行政手続のオンライン化については令和４年度まで

に基盤整備を行い、５年度からオンライン申請や予約受付を行っていくことになり

ます。 

 ２つ目の情報システムの標準化・共通化につきましては、対象事業の国の仕様が

決定しましたら、仕様に準拠したシステムへの移行作業を開始し、令和７年度まで

の完了を想定しております。 

 ４８ページをお願いします。 

 ３８目新型コロナウイルス地方創生費です。財政課の予算は消毒液等の購入費と

して、１０節消耗品費３２２万４,０００円のうち２８８万円、自治体ＤＸ関連事業
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として、１２節委託料の施設予約オンライン化導入事業委託料１,０００万円、１７

節備品購入費のタブレット端末、議会、三役、課長用、３９台として５２６万５,０

００円となっております。 

 １２２ページをお願いします。 

 １１款公債費です。予算額１３億９,３０３万５,０００円、前年度比６２７万円

の減です。 

 １３款予備費につきましては３,０００万円を計上しております。 

 以上で説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 山本一洋委員 

山本一洋委員  事前通告をしておりました件で説明がありましたけれども、少しお尋ねをしたい

と思います。 

 公用車の運用管理の部分になると思うんですけれども、ガソリンの関係で、町の

公用車に、ＪＡさんの三輪支所とＪＡさんの夜須支所で職員がカードを持ってそれ

ぞれ給油をされるわけですけれども、今の説明からすると、効率性、費用対効果、往

復に１０キロかかるというふうなことで説明がございました。 

 私も監査をさせていただいたときに、その時点で三輪支所と夜須支所のガソリン

の単価が違うというところで、これを安いほうに改善できないのかと。同じＪＡさ

んで何で金額が違うのか、安いところがあれば安いところをするべきではないかと

いう質問をしておりました。そのときには考えるというようなことでありましたけ

れども、今話を聞くと１円しか違わないというふうなことでございますけれども、

私どもがそのときに計算をしましたら、もう数十万円違うんですね。それで、改革を

すべきではないかというふうなことで財政課にはお話をしまして、その結果報告も

なかったんですけれども、今、変えないということのようですけれども。 

 本当に職員さんが支所から本庁に来られるときに、ガソリンが入ってなければそ

こで入れて帰ることも可能だと思うんです。入れに来るのに１０キロかかるから駄

目だと言われる。町民の方は今ガソリン高いから、安いところ、安いところで買われ

るんですよね。やっぱり町は少しでも、税金ですからそういうところは考えるべき

ではないかというふうに思いますけれども、見解をお願いいたします。 

委 員 長  財政課長 

財政課長  定期監査の際にご質問いただいておりました件につきまして、今回の報告につい

ては令和３年度の単価の比較ということでしか行っておりませんでしたので、厳密

に支所の給油、本庁の給油、給油が何リットルで幾らなのかというところで価格の

差の比較を厳密にするべきだとは思っております。 

 ただ、今回につきましても、その時々で、月によっては２円、３円の価格の差も生

じるときがあれば、逆に反対のほうが安かったりとかということがあり、それを全

体的な平均として価格単価に大きな差がないというところです。 

 それぞれの支所、本庁とも、公用車の所有台数は３０台、４０台というふうにたく

さんの数を持っておりますので、こちらに来る際にというのもありますが、逆の夜

須方面の方が福岡のほうに出張し、夜須を通り過ぎ、三輪のほうにまで安いからと

いうことで入れに行くということも考えられるわけで、いろいろなケースが、メリ

ット、デメリットというのがございますので、町としましても、今こういった形態を

とっておりますが、先ほど説明したとおり、その時期、時々により、その価格の推移

を注視して、より費用対効果のある方法は常に研究していきたいと思っております。 

委 員 長  山本一洋委員 
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山本一洋委員  小さなことで申し訳ないんですが、ガソリンとか契約とかはその都度その都度す

るのではなくて、年初めに年間の契約をすると思うんですよね。そのときにもう既

に違うんですよ、金額が。単価が。だから、私が言っているのは単価の安いとこをす

べきではないかと。２か月に１回変えていくならいいですよ、１か月に１回変えて

いくなら。そこのところの意識というか、そういうものはどうなんですかね。年間契

約するわけですから、そのときに単価が違うと。今、言われたように夜須の本所の人

が朝倉のほうに行くときに油を入れるときには高い。同じＪＡさんで給油をするの

にですよ。だから、夜須でガソリンが足りんなら夜須で入れて行けば、安いガソリン

入れて行くわけでしょう。それは理由にならないんじゃないですか。 

 私が言いたいのは、監査のときに指摘をしたときには話がないんですよね、報告

が。今言われるようなことを言われると、やっぱり言わないかんというふうになる

んですよ。 

委 員 長  財政課長 

財政課長  繰り返しになりますが、年度初めに、本庁エリア、支所エリアで、そこに所在する

給油所から見積りを取っております。４月の時点で、その単価が同額のときもあれ

ば、違うときもあります。そこに１円、２円の差が出ることもあります。一応そのエ

リアで価格が一番低価格であったところと契約をし、１年間そこで給油をするとい

うふうにしておりますが、ガソリンについては先ほど申しましたとおり価格の変動

が行われます。そのため、毎月毎月見積りを取って、４月が例えば１５０円であった

ものが、５月になりますと１４８円、６月では１４５円というふうな価格の変動を

生じながら１年間を通しております。そういったところで、今、本庁、支所定めてい

るというところも、毎月毎月その価格が安いところに全ての公用車７０台が集中す

るということもありますが、どうしてもその公用車の配置の台数がほぼ変わらない

というところもありまして、現在のような形態を取っております。 

 また、さらにこの件については調査、研究を深めまして、よりよい方法を考えたい

と思っております。 

委 員 長  ほかに。 

 木村博文委員 

木村博文委員  お尋ねします。 

 これは毎年聞いておりますので、またかと思われるかもしれません。公用車のリ

ースがあちこちの課で上がっていますけど、ちょっとこの会計簿の中でずらっとお

金だけ拾ったら１６台、今見つけたんです。５１１万５,０００円ぐらいなんですけ

ど、これどうでしょう、最近の傾向というか、買った分とのリースとの割合ですね。

去年とかも含めて分かったらお願いします。 

委 員 長  財政課長 

財政課長  お答えいたします。 

 公用車の現在の所有台数ですけれども、今現在になりますが、本庁が４１台、支所

が３４台となっております。 

 リースの内訳としましては、本庁が１３台、支所が１９台です。 

 合計７５台ということになっております。 

委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  今言われた数字は、４１台中１３台がリースと捉えていいんですか。いいですね。

はい、分かりました。 

 傾向としては、リースが増えているんですか、減っているんですか。 

委 員 長  財政課長 

財政課長  現在の公用車の所有、それからリースの割合につきましては、徐々にリース料の
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ほうが増えているような状況です。 

 リース料につきましては、所有する場合とリースで行う場合との経費を比較、協

議しましたけれども、リースのほうが安価で活用できるようになっております。た

だし、車種によりましては、使用頻度、距離の長いもの、または軽トラックのような

もの、そういったものについては所有という形で行っております。 

委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  これ、以前、町長、この話については自家用自動車組合との協議もありました。や

っぱり町で納税をしっかりして頑張っている自動車組合の皆さんもいらっしゃいま

すから、できるだけ買って、それを大事に使ってということで話されたこともある

と思います。だから、それなのに何か。最近また増えてきているなという思いがあり

ました。もうちょっと考えていただけんだろうかという思いもありますので、よろ

しくお願いします。 

 それと、このたびコロナ交付金の中で車を買われますですよね。そのときに、もち

ろん入札で安いところからってなるのはもう当然のことですけど、やはり町内の自

動車販売代理店さんですか、が入札に入った場合に、ディーラーさんとかが、やっぱ

りメーカー側の直接バックアップで入ってこられたら、どうしても金額だけで入札

がどうしても行くもんですから、かなわないと。だからもう最初から登録もしませ

ん、あれもしませんって、そういう声も出ているんですね。だから、安ければいいっ

て、もちろんみんな大事な税金を使っているんですから、もう安いという、もちろん

それは最低条件かもしれませんけど、その辺りをもうちょっと考慮していただきた

いと思うんですけど、いかがでしょうか。 

委 員 長  中野副町長 

中野副町長  私のほうからお答えいたします。 

 言われることはよく分かるわけです。やっぱりコストを考えて我々、常に安いも

のを求めてきているというのが、実態ではなかろうかというふうに思います。それ

で、リース車に関しましても、やっぱり費用対効果を計算してからの選択だったと

いうふうに、振り返りますとそのように感じております。そうなると整備委託料等

は地元の整備工場にはいかないというふうなことで、これは行くようにやってくれ

というふうにちょっと今度は逆の立場で言われた経緯もございます。それ以後、極

力購入するような形で、そして、地元に整備料が落ちるような形で一応指導はして

きておりますが、その事業、事業によってリースがいい場合もございます。 

 そういうことで選択してきたと思うんですが、今後の指名関係におきましては、

今まではディーラーはほとんど来ておりません。実際言うて、２社から３社ぐらい

の競争相手でございまして、逆に入っていただきたいなという気持ちは町としては

あるわけですけれども、地場企業育成という形からいうと、今は本当に地場だけで、

車に関してはですね、購入した実績がございます。 

 先ほどからガソリン代の問題も言われておりましたが、やっぱり地場企業育成と

いうのがあるのは前提として我々も考えなくちゃならない。ちょっとガソリンの件

になりますが、合併当初、私、財政課長だったんで、一本化しようということでやっ

たんですよ。そうすると、やっぱりそのエリア、エリアで、そこにおる業者がおるじ

ゃないかと。そのエリアを活用してくれというふうなことで、今までずっと継続し

ていたと思うんですよね。そういうことで、そういうのもご理解願いたいというふ

うに思います。 

 そのようなことで、今度新しく指名業者の申請を行いましたので、今どのように

なっているかはちょっと確かめていませんけど、今まで、ここ２年３年については、

車の購入に関してはディーラーは入っておりませんでした。 
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 以上です。 

委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で、財政課の予算説明を終わります。 

休  憩  

委 員 長  ここで休憩をいたします。 

 １１時４０分から再開をいたします。 

（１１：３０） 

再  開  

委 員 長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（１１：４０） 

委 員 長  税務課の予算説明を求めます。 

 税務課長 

税務課長 

 

 それでは、税務課の予算につきましてご説明いたします。 

 税務課の予算につきましては、第２次総合計画の政策推進のための事業基盤、持

続可能な財政運営を行うための予算編成としております。 

 それでは、主なものをご説明いたします。 

 予算書の４８ページをお願いいたします。 

 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費でございます。このうちキャッシ

ュレス・コンビニ納付導入事業に係る経費として、予算額３,２４５万７,０００円

を計上しております。 

 地方税統一のＱＲコードつき納付書の導入に併せて、令和５年４月から町税や料

金をコンビニエンスストアやスマートフォンのバーコード読み込みによって支払う

ことができるようにするため、システム改修や納付書の様式変更などを行うもので

す。対象となる税目等は、口座振替ができる１０項目の町税と料金を考えておりま

す。 

 ここで、事前にいただいておりましたキャッシュレス・コンビニ納付導入事業に

係る質問２点についてお答えしたいと思います。 

 １点目の、コンビニ決済だけでなくスマートフォンのバーコード読み込みによる

税金支払いもできるのかというご質問でございます。コンビニ収納ではスマホ収納

との連携ができるため、スマートフォンのバーコード読み込みによる支払いもでき

るようになります。利用できるスマートフォン決済アプリは、これから県内市町村

の状況を参考に決定していきたいと思います。 

 ２点目の、キャッシュレス・コンビニ納付導入事業におけるランニングコストは

年間どれくらいかかる見通しかというご質問です。運用費用は既にコンビニ収納を

導入している自治体を参考にしますと、収納代行サービスの運営費に月額５,０００

円プラス消費税、コンビニ・スマホ決済を利用して納付されたときにかかる手数料、

納付１件あたり約５８円プラス消費税、納付書の印刷製本費、コンビニ収納に対応

できる納付書に様式を変更する必要があります。様式変更前はＡ４用紙に納付書３

枚の印刷ができていましたが、様式変更後はＡ４用紙に２枚の印刷となる予定です

ので、現行の印刷製本費の１.５倍、バーコードを鮮明に印刷するため、プリンター

の純正トナーの費用がかかる予定でございます。 

 次に、４９ページをお願いいたします。 

 ２款２項１目税務総務費でございます。税業務に係る人件費、事務費負担金等の

経常的な経費が主な内容です。本年度予算額８,４６６万８,０００円、前年度比４



19 

 

１８万９,０００円の減でございます。減額の主な要因は、２節、３節、４節の人件

費の減によるものです。 

 続きまして、５０ページ、２目賦課徴収費です。税の賦課徴収にかかる人件費、事

務費、委託料、使用料等の経費が主な内容です。本年度予算額５,１８９万４,０００

円、前年度比１,８１５万２,０００円の増でございます。 

 増額の主な要因は、１２節委託料、前年度比１,８８１万８,０００円増の３,９０

３万６,０００円を計上しております。これは、新規の軽自動車税システム改修業務

委託料、ｅＬＴＡＸシステム改修業務委託料によるものと、標準宅地鑑定・路線価更

新業務委託料の増によるものでございます。 

 軽自動車税システム改修業務委託料は、令和３年度税制改正に伴い軽自動車税関

係手続きのオンライン化を実現するため、システムを改修するものです。 

 ２つ下のｅＬＴＡＸシステム改修業務委託料は、ＡＳＰベンダーを切り替えるこ

とで自動でデータをダウンロードできるなど、機能が上がり、かつ、ランニングコス

トも削減できるため、システムを改修するものと、令和３年度税制改正の地方共通

納税システム対象税務拡大のため、システムを改修するものです。 

 標準宅地鑑定・路線価更新業務委託料につきましては、固定資産の評価替えに伴

う業務で、３年サイクルで業務の内容を回しております。本年度は、基準年度の翌年

度の第２年度にあたりますので、標準宅地鑑定評価を行います。前年度比１,４８３

万９,０００円の増です。基準年度の令和３年度は、状況類似地区の見直しを行って

おります。 

 そのほかの委託業務につきましては、固定資産税の賦課に係るものが主なもので、

経常的な業務となっております。 

 １３節使用料及び賃借料は、本年度予算額４４３万９,０００円、前年度比６２万

７,０００円の減でございます。住民税及び固定資産税システム使用料等が主な内容

ですが、先ほど、ｅＬＴＡＸシステム改修業務委託料でご説明いたしましたＡＳＰ

ベンダーの切替えにより、ｅＬＴＡＸシステム使用料が６０万９,０００円の減とな

っております。 

 続きまして、１７節備品購入費、本年度予算額１７万円は法人住民税納付書発行

用のプリンターを購入するものです。 

 続きまして、５１ページ、３目納税推進費は、滞納整理等に係る事務費等経常的な

経費が主な内容となっています。本年度予算額１,００８万８,０００円、前年度比

６万４,０００円の増でございます。 

 以上で税務課の予算説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 寺原委員 

寺原委員  キャッシュレス・コンビニ納付事業、これお答えいただいたんですけども、コンビ

ニ会社も何社もあります。町内どのコンビニでも支払いが可能なのかお尋ねします。 

委 員 長  税務課長 

税務課長  お答えいたします。 

 利用できるコンビニエンスストアも未定ですけれども、近隣の県内市町村の状況

を参考に決定していきたいと思っております。 

委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 
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委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で、税務課の予算説明を終わります。 

 続きまして、住民課の予算説明を求めます。 

 住民課長 

住民課長  それでは、住民課所管の予算について説明をさせていただきます。 

 予算書の３８ページをお願いします。 

 ２款１項１８目総合支所総務費です。総合支所庁舎設備等の運営管理に関する経

費が主なものでございます。令和４年度予算額１,３８２万円、前年度と比較して１

１２万５,０００円の減です。 

 予算の主なものとしましては、修繕料や光熱水費、補修委託料等です。なお、減額

になった主な要因としましては、前年度計上しておりました高圧受変電設備の外観

塗装、自家発電機バッテリー交換及び外観塗装などの修繕料の減、また、光熱水費や

下水道使用料などを実績額に応じて見込んだことによるものです。その他、前年度

と比較して大きな増減はありません。 

 続きまして、４８ページをお願いします。 

 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費です。住民課の予算としましては、

１７節備品購入費のマイナンバーカード申請用タブレットの購入費用６４万６,０

００円です。個人番号を取得してもらうためには、誰もが簡単に申請できる必要が

ありますが、スマートフォンやパソコンなどでのオンライン申請が難しい方も多く

おられると思います。そのため、簡単に操作でき、入力したデータや顔写真が申請後

に残らないシステムが入ったオンライン申請用のタブレットを購入し、申請の補助

を行うことで交付率の向上を図りたいと思っています。 

 事前にいただいておりましたご質問につきましては、マイナンバーカード申請用

タブレットの購入台数は１台で、本庁住民課にて使用する予定です。購入費用につ

きましては、５年間のシステム利用料及び機器保守料も含んだものになっています。 

 マイナンバーカード申請用の専用窓口設置についてのご質問につきましては、本

庁舎施設や使用する機器の関係で新たに設置は難しい状況にありますので、現在、

マイナンバーカード専用で使用していますローカウンター２席と住民課受付窓口で

申請のサポート等を行っていきたいと思っています。なお、お客様の来庁状況によ

り現在の窓口での対応が難しくなった場合につきましては、本庁舎ロビーの活用な

どの検討を行ってまいりたいと思っております。 

 令和４年度末におけるマイナンバーカード交付率の目標のご質問につきまして

は、国の目標としましては、令和４年度末までに住民全員にマイナンバーカードを

所有していただくとなっておりますが、難しい状況にあります。筑前町の交付率は

令和４年１月末現在で、交付枚数９,５７４枚で、３１.９％になっております。令和

３年１月から１２月の１年間の交付枚数が約４,５００枚、交付率１５ポイントアッ

プとなっています。令和４年度末の筑前町の交付率の目標としましては、４,０００

枚を交付し、交付率１３ポイントアップの４５％を目指して交付の促進に取り組ん

でいきたいと思っております。 

 続きまして、５１ページをお願いします。 

 ２款３項１目戸籍住民基本台帳費です。予算額９,３５９万５,０００円のうち、

人件費を除く住民課所管の予算は４,５２４万５,０００円で、前年度から３２万５,

０００円の増です。 

 主な経費は、窓口業務等に係る会計年度職員の報酬等や産休育休取得の会計年度

任用職員の代替などのための人材派遣委託料、戸籍システム等改修委託料、事務機

器の借上料などです。個人番号交付促進のため会計年度任用職員を３人増員し、カ
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ード申請の補助などを行いながら交付率の向上を図りたいと思っています。 

 ５２ページをお願いします。 

 １２節委託料につきましては、産休等取得の会計年度任用職員の代替などのため

の人材派遣委託料、戸籍法一部改正による戸籍事務内連携等に対応するための戸籍

システムの改修などの経費を計上しています。 

 １８節の負担金補助及び交付金につきましては、地方公共団体情報システム機構

Ｊ－ＬＩＳへの個人番号カードの申請受付や発行などの事務の委任がなくなったこ

とにより、関連交付金の支出がなくなりましたので減額となっております。 

 以上、主なものについて説明をさせていただきました。 

 事務用経費につきましては前年度並みに計上させていただいております。 

 以上で住民課の予算説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 石橋委員 

石橋委員  今、令和４年度末でマイナンバーカードの交付率を１３ポイント上げて４５％に

するということですけれども、国の目標が令和４年度で住民全員１００％というこ

とになると思うんですけれども、なかなかやっぱり高齢者の方には、登録申請する

にあたって、こうやってからタブレットも導入してしていただくということなんで

すけども、高齢者の方が集まるそういう何か老人会とか、また区とか、こちらのほう

から行って申請をするという、そういうお考えはないんでしょうか。 

委 員 長  住民課長 

住民課長  お答えいたします。 

 体制をまずは十分整えて、まずは庁舎での申請サポートを行いながら、いろいろ

な町の講演会とか町の行事等に出向いていきながら、また、高齢者の方につきまし

ては役場に来るのも難しいけれども近くの公民館なら来れるという方ももしかした

らおられるかもしれませんので、そういう情報を集めながらいろんなところに出向

いて行きたいと思っております。ただ、出向くにはいろいろな調査をしながら行き

たいとは思っております。 

 以上です。 

委 員 長  石橋委員 

石橋委員  ＤＸ、本当にオンライン化していく部分が今から、いろんな基盤を今、町のほうで

も予算を立てて進められておりますので、しっかりこのマイナンバーをいろんな部

分で紐づけをして、町民の皆さんが活用できるような形を取っていっていただきた

いと思います。 

委 員 長  ほかに。 

 柳委員 

柳 委 員 

 

 関連するかもしれませんけれども、もしタブレットによって申請数が上がるんで

あれば、来年でもよろしいんですけれども、今、本庁舎だけじゃなくて総合支所にも

備えていただければ、要するに申請率が上がるのではないかというふうに思います

ので、本年度の状況を見ながら来年また考えていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で、住民課の予算説明を終わります。 

休  憩  

委 員 長  ここで休憩をいたします。 

 １３時、午後１時から再開をいたします。 
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（１２：０１） 

再  開  

委 員 長  休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（１３：００） 

委 員 長  人権・同和対策室の予算説明を求めます。 

 人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 それでは、人権・同和対策室所管の予算について説明をさせていただきます。 

 予算書の５７、５８ページをお願いいたします。 

 ３款１項２目人権対策費です。人権・同和問題啓発事業として、講演会や研修会、

人権啓発デザイン画募集、映画上映などの事業経費や、人権施策推進審議会の運営、

地区集会所管理などに要する経費、また、関係機関に対する各種負担金、補助金など

が主な支出でございます。 

 令和４年度予算１,４２５万円、前年度と比較して３０万８,０００円の増額です。

増額の主な要因は、７節報償費の講演会等の講師謝金の増、１８節負担金補助及び

交付金の同和事業促進費補助金と朝倉地区同和対策推進協議会負担金の増です。補

助金、負担金の増につきましては、令和２年度に行われた国勢調査の人口の確定に

伴って、令和４年度より各市町村の負担金割合が変更になったことによるものです。 

 続きまして、同じく５８ページをお願いいたします。 

 ３款１項３目隣保館運営費です。隣保館の運営に係る人件費や施設管理費及び事

業経費等が主な支出となります。令和４年度の予算額１,５０８万３,０００円で、

前年度と比較して２３万８,０００円の減額です。 

 主な変更点等を説明いたします。 

 研修会開催市の変更等により、８節旅費の費用弁償及び研修旅費が減となってお

ります。 

 １０節需用費の修繕料につきましては、グラウンドの可動式防球ネット修繕が終

了したことにより減となりましたが、２年に１回の公用車車検があり、整備修繕料

が増となっております。 

 なお、公用車車検にかかる費用として、１１節役務費に自動車自賠責保険料、２６

節公課費に自動車重量税を計上させていただいております。 

 その他、前年度と比較して大きな増減はありません。 

 続きまして、１１５ページをお願いします。 

 ９款８項７目人権・同和教育推進費です。令和４年度の予算額１,７１９万９,０

００円で、前年度と比較して５５万４,０００円の増額です。解放子ども会の運営、

人権・同和教育推進協議会の運営、各種研修会や講座への参加、啓発冊子等の購入な

どに関する事業経費になります。 

 主な変更点等を説明いたします。 

 前年度に予算計上しておりました３年に一度の解放子ども会の先進地視察が、新

型コロナウイルス感染症の影響により令和４年度に延期となりました。そのための

引率者の旅費及び参加する中学生等に対する旅費の半額補助として、１１６ページ

になりますが、補助金８１万９,０００円を計上しております。 

 朝倉地区の人権・同和教育推進連絡協議会負担金につきましては、令和２年度に

行われた国勢調査の人口の確定に伴って、令和４年度より各市町村の負担割合が変

更になったことによる増でございます。 

 教育費のほうにも車検の年になっております公用車がございますので、１０節需

用費に整備修繕料１０万円、１１節役務費に自動車自賠責保険料２万６,０００円、

２６節公課費に自動車重量税５,０００円を計上しております。 
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 そのほか、前年度と比較して大きな増減はありません。 

 以上で人権・同和対策室の説明を終わります。 

よろしくお願いします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 河内委員 

河内委員  すいません、通告出してなかったんですが、５８ページです。 

 １８節負担金補助及び交付金、一番上の同和事業促進費補助金は、人件費がほと

んどという部落解放同盟に対する補助金ですが、補助金に対する減額の協議はされ

たのか、お尋ねをいたします。 

委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 お答えいたします。 

 同和事業促進費補助金につきましては、町の特別委員会等において見直しの必要

を問われるご質問があったことにつきましては、朝倉地区の３市町村の会議で共有

をしておりますが、協議案件等にはされておりません。 

 補助金につきましては、朝倉地区の３市町村で協議、決定されることになってお

りますので、補助金の見直し等につきましては３市町村の共通認識及び合意に至っ

た時点で協議されるものと考えております。 

 以上です。 

委 員 長  寺原委員 

寺原委員  昨今、インターネット等による、今日始まったことじゃないんですけども、差別が

やっぱり多くて、西日本新聞にもずっと特集が組んであったりしたんですけども、

対面での面と向かった差別というのは以前に比べると随分少なくなったのかもしれ

ませんが、そういうインターネットによる誹謗中傷、そういう差別は本当に目に余

るものがあるというふうに私は思っています。 

 その上で、そういうインターネットによる差別についてもやっぱり啓発をしてい

く必要があるというふうに私は思うんですけども、人権・同和対策室として、そうい

う事業をどこかに組み込んであるというふうな計画があれば教えていただきたいと

思います。 

委 員 長  人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 お答えいたします。 

 インターネットによります差別の書き込み等につきましては、以前、パソコンを

購入させていただいておりますので、それでモニタリングの調査等を行っている状

況でございます。 

 広報紙などにも、インターネットにある差別書き込み等につきましては啓発も行

っているところでありますが、今後は定期的にモニタリング調査を行っていきなが

ら、また、県の担当部局とも連絡、調整を取りながら、書き込みとかある場合につき

ましては削除の要請等を行っていきたいと思っておるところでございます。 

 以上です。 

委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で、人権・同和対策室の予算説明を終わります。 

 続きまして、健康課の予算説明を求めます。 

 健康課長 

健康課長  こんにちは。令和４年度一般会計当初予算の健康課及びワクチン接種対策室の歳

出予算の説明をさせていただきます。 

 健康課及びワクチン接種対策室の一般会計予算につきましては、第２次総合計画

の５つの政策の１つであります、「支える」を柱とした予算編成としており、４年度
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基本方針としましては、妊娠・出産・子育て相談センターの関係機関へのつなぎや連

携に伴う体制見直しによる運営、３年度事業開始の高齢者の保健事業と介護予防の

一体的実施事業の事業展開を進め、健康寿命の延伸に係る重症化予防対策向上、そ

してワクチン接種対策室における３回目接種をはじめ、円滑な接種取り組みを進め

てまいりたいと思っております。 

 ４年度の健康課及びワクチン接種対策室の予算総額としましては１６億１,１３

４万３,０００円で、前年度から２億８８２万４,０００円の増額となっております。

増額の主な要因としましては、前年度当初予算に計上がありませんでした新型コロ

ナワクチン接種事業１億４,２３７万１,０００円の計上であり、増額の約７割を占

めているところでございます。 

 それでは、主な内容を予算書にて説明いたします。 

 ４８ページをお願いいたします。 

 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費、１７節備品購入費の一番下にあ

ります訪問用車両１６０万円です。これは、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り主に母子相談を控える方が増えたことから、訪問事業を強化することを目的に公

用車を購入するものでございます。 

 ５７ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目社会福祉総務費の２７節繰出金です。国保特別会計に対する財政課

予算の繰出金であり、国保特別会計でご説明いたしますので省略をさせていただき

ます。 

 ６０ページをお願いいたします。 

 ４目国民年金費は法定受託事務に係る事務費であり、主に会計年度任用職員の人

件費増額によりまして、前年度から６万円増額の２３６万３,０００円の計上です。 

 続いて６２ページまでになりますけども、５目老人福祉費の健康課予算としまし

ては４億２,３５０万３,０００円でありまして、前年度から２,２３０万８,０００

円の増額となっております。 

 主なものは６２ページの１８節後期高齢者医療療養給付費負担金で、広域連合試

算に基づき、前年度から２,１７３万２,０００円増額の４億２,２６２万７,０００

円での計上です。 

 なお、２７節繰出金は、後期高齢者医療特別会計に対する財政課予算の繰出金で

あり、後期高齢者医療特別会計でご説明いたしますので省略をさせていただきます。 

 ６４ページをお願いいたします。 

 ７目重度障害者医療対策費は、前年度から６７万７,０００円増額の８,４８７万

８,０００円であり、主なものとして、過去４年間の医療費実績と今後の推計から、

１９節扶助費重度障害者医療費６７万５,０００円増額の８,４００万での計上で

す。 

 ８目ひとり親家庭等医療対策費は、前年度から１２１万４,０００円減額の１,９

２９万７,０００円です。主なものとして、過去４年間の医療費実績と今後の推計か

ら、１９節扶助費ひとり親家庭等医療費１２０万１,０００円減額の１,８８１万６,

０００円としております。 

 ６７ページをお願いいたします。 

 ３款２項２目児童措置費の健康課予算としましては、児童手当に関する予算を計

上しており、前年度から１６０万９,０００円増額の５億３,４１２万９,０００円で

の計上としております。主にこれまでの実績と今後の推計から、１９節扶助費の児

童手当費は、前年度から１８０万円増額の５億３,３４６万５,０００円での計上と

しております。 
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 ６９ページをお願いいたします。 

 ４目子ども医療対策費は前年度から１４６万１,０００円減額の１億８８６万２

０００円での計上であり、主に１９節扶助費の子ども医療費は、これまでの実績と

今後の推計から１１０万６,０００円減額の１億５６９万７,０００円で計上してお

ります。 

 次に、４款１項１目保健衛生総務費です。総額は３,３２０万１,０００円増額の

１億８,３４６万５,０００円となっておりますけども、職員人件費関係を除きます

と、６４万３,０００円増額の５,９３１万円となります。 

 ２節給料から４節共済費は、会計年度任用職員期末手当も含まれておりますけど

も、職員人件費関係ですので省略をさせていただきます。 

 前年度からの予算の変動があっておりますのは、１２節委託料、７０ページです。

１２節委託料１６８万２,０００円で、前年度から４３０万７,０００円の減額とな

っております。これは、前年度は健康かるてのシステム改修委託料４３４万５,００

０円を計上していたことによるものです。 

 １８節負担金補助及び交付金の救急医療対策事業に係る４つの負担金につきまし

ては、事業精査等によりまして１１１万７,０００円減額となっております。また、

増額となっておりますのは、会計年度任用職員報酬はじめ会計年度任用職員に係る

経費が増額となっています。これは主に、職員の産休育休代替対応などによるもの

です。 

 次に、２目母子衛生費です。母子の健診及び相談事業等の予算であり、全体で前年

度から５３１万４,０００円増額の４,８６４万８,０００円での計上です。 

 母子衛生費の主な増額要因としましては、７節報償費が前年度から３０７万円増

額の９５９万３,０００円での計上によるものです。これは主に、乳幼児健診報償費

２１０万９,０００円増額の４３０万７,０００円の計上であり、コロナ対策により、

４か月及び１０か月健診を個別健診で協力医療機関にお願いしておりましたけど

も、４年度予算としましては従来の集団健診に戻すことで、健診に係るスタッフの

予算措置を計上したことによるものです。 

 次に、新規増額としまして、１７節備品購入費１３７万５,０００円での計上です。

これは、１２月議会で石橋議員の一般質問にお答えしておりました３歳児健診時の

視覚検査を、検査機器を導入することで視力の異常の早期発見、早期治療につなげ

ることができるとの考えから、３歳児健診における視覚検査の精度を上げ、充実し

た健診内容に向けて検査機器を導入するものであり、補助率２分の１となっており

ます。あわせて、先ほど説明いたしました乳幼児健診報償費の中で、検査機器を持っ

て検査する看護師等を配置し、検査体制の整備を計画しているところです。 

 また、国の指導によりまして、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を

行う観点から、本町におきましても、妊娠・出産・子育て相談センターを平成３０年

９月から設置運営し、妊産婦等の相談内容等に対し、情報提供、助言、保健指導等を

行っておりますけども、保健医療や福祉の関係機関との連絡調整等の対応もあり、

国からも専門職の配置指導もあることから、４年度から会計年度任用職員の保健師

から社会福祉士を新たに雇用し、センター体制強化を図ることにもしております。 

 次に、７２ページ、３目予防費です。前年度から１億７,７５９万１,０００円増額

の２億９,０３８万５,０００円での計上です。 

 主な増額要因は、冒頭申し上げましたように、新型コロナウイルスワクチン接種

事業予算１億４,２３７万１,０００円を計上しており、予防費増額の８割を占めて

おります。予算書では、括弧書きでコロナワクチン接種と表記している分があたり

ます。これにつきましては、ご承知のように３回目の前倒し接種が始まっておりま



26 

 

すけども、予算編成時、法により９月までの接種にかかる経費を計上しているもの

で、全額補助金対応です。ワクチン接種に係る進捗状況や新たな事項が出てきた際

は、ワクチン接種対策室より必要に応じて説明や報告等させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

 ここで、３回目ワクチン接種の進捗状況は、１２歳未満の子どもへの接種の考え

方はと、事前通告の質疑をいただいておりましたのでお答えしたいと思います。 

 まず、１点目の３回目ワクチンの接種進捗状況について、接種率状況でお答えし

たいというふうに思っております。接種率の直近データが３月６日現在です。３月

６日現在でいきますと、３回目接種率全体で本町が２９.３０％です。福岡県が２７.

６０％です。６５歳以上に絞ってみますと、本町が６２.８４％、福岡県が６１.９

７％となっており、全体を見ても、６５歳以上を見ても、接種率は県平均を上回って

いる状況でございます。現在も３回目接種を行っておりますので、接種率につきま

してはこれ以上に向上していくものと思われます。 

 次に、２点目の１２歳未満の子どもへの接種についてお答えいたします。１月２

１日に５歳から１１歳用のファイザー社ワクチンが薬事承認され、小児へのワクチ

ン接種体制の準備を進めるよう国から指導があり、その後の自治体説明会で３月頃

から小児を対象としたワクチン接種が可能となるスケジュールが示されたことか

ら、本町では接種の対象年齢が１２歳以上になったときに、町内小児科医に接種協

力をお願いしましたけども、医療機関の諸事情によりまして接種は困難とあった経

緯と、大人用と小児用ではワクチンの種類や取り扱いが異なることもあり、接種事

故や混乱を避けるため、町内協力医療機関には引き続き１２歳以上で実施をしてい

ただき、今回の１２歳未満への接種はコスモスプラザでの集団接種での実施で進め

ております。 

 もう少し付け加えますと、５歳から１１歳のワクチン接種につきましては、先ほ

ど申し上げましたように、ワクチンは小児用ファイザー社製で接種回数は２回、接

種間隔は３週間となっております。本町対象者は約２,１００人で、接種券は今月３

日に郵便局に持ち込んでおりますので、対象者には随時届くかと思われます。ワク

チン供給スケジュールにより現在設定しています接種日は、今月は１９日土曜日と

２７日日曜日でございまして、４月中旬にワクチン供給予定ですので、それ以降に

３日程度日程設定をまた考えているところでもございます。 

 また、現在の大人の接種の流れと異なり、年齢が低いことから時間を要すること

や、保護者同伴、ワクチン供給量などを考慮し、円滑に進めようと、接種人数は１日

２００人を上限に、看護師がサポートし、医師が問診から接種まで行うことで計画

をしております。 

 いずれにしましても、子どもへのワクチン接種につきましては、本人、保護者など

十分にご理解をされた上で接種を行っていただきたいと思っております。 

 以上、事前通告の質疑２点についてお答えさせていただきました。 

 あとの増額２割分の約３,５００万円につきましては、予算に戻りまして、１２節

委託料の４年度予算計上から、定期予防接種委託料、成人定期予防接種委託料と分

けて計上しておりますけども、これは、３年度から母子保健係と健康推進係の２係

体制にしたことで、定期予防接種委託料を２つに分けて計上しているものです。こ

れを合算しますと３,４２７万７,０００円増額の１億２,７２７万７,０００円とな

ります。 

 主な増額要因としましては、国の指導によりまして、子宮頸がんワクチン接種事

業が再勧奨となったことによるものです。この事業には２つの要因がございまして、

１つ目は、国は平成２５年４月、小学６年生から高校１年生相当の女子に対し、定期
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接種の対象として原則無料での子宮頸がんワクチン接種を開始しましたけども、接

種後に全身の痛みなど多様な症状が報告されたことにより、同年６月、積極的勧奨

を差し控えることに至っております。接種の中止ではなく、積極的な勧奨をしない

ようにとの国の指導によりまして、対象者への通知等をしないことで、毎年わずか

な方の接種となっておりました。しかしながら、多様な症状とワクチンとの関連性

が認められない、子宮頸がんに対する予防効果が海外で示されていることを含め、

国は令和４年４月から再開することを決定したことにより、本町の対象者約７００

人に対する事業費の増額となっているものです。 

 そして、この再勧奨により、２つ目が、子宮頸がんワクチン接種の積極的勧奨差し

控えにより接種機会を逃した方々に公平な接種機会を確保するために、時限的に従

来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行うこととなったもので、救済措置対象者

は、平成９年度生まれから１７年度生まれの９学年と、救済措置の期間中に定期接

種の対象から新たに外れる世代の平成１８年度生まれから１９年度生まれの２学年

の女性約１,５００人で、救済措置実施機関は今年度、令和４年４月から令和７年３

月までの３年間の取り組みとなったことに対する予算も今回計上したことにより増

額となっているものでございます。 

 また、２２万７,０００円増額の１８節予防接種助成金５２万６,０００円のうち、

新規事業予算としまして３０万１,０００円を造血細胞移植後定期予防接種ワクチ

ン再接種費用補助事業、ちょっと長いですけども、こういった補助事業を考えてお

ります。 

 これは、県町村会においても積極的に取り組むことで確認された事業でございま

して、小児がん等の治療のため造血細胞移植を行ったとき、定期予防接種で獲得し

た免疫が低下もしくは消失し感染症にかかりやすくなるため、感染症の発生予防や

症状の軽減が期待されるとき、移植後の予防接種の再接種が推奨されますけども、

そのときの費用が自己負担となっていることから、感染症の蔓延防止及び小児がん

等の患者支援のために再接種費用を助成するものです。この町助成に対して県が２

分の１補助することとなっております。 

 次に、４目健康推進費で、前年度から９万４,０００円減額の３,６５７万７,００

０円で、ほぼ前年度と変わらない予算計上となっております。主な予算は、健康推進

費の８割を占める、７４ページですけども、１２節委託料２,９８１万円でございま

して、主にがん検診委託料ですが、受診率向上を図り、早期発見と医療費抑制に努め

たいと考えております。 

 また、前年度からの取り組みでございます高齢者の保健事業と介護予防の一体的

実施事業にも、福祉課との連携を図り、健康寿命の延伸への取り組みを進めたいと

考えております。 

 最後に、６目そったく基金事業費１７９万１,０００円の計上です。全額そったく

基金充当予算です。前年度は町長選挙後の対応となっておりましたので当初予算計

上はございませんでしたけども、補正予算で対応させていただいたものです。 

 内容等は、主にラジオ体操及びウォーキング事業費であり、１２節健康づくりイ

ベント委託料５０万円は、コロナで運動不足等であったであろうということで、コ

ロナ収束または全体で健康づくりが可能な状態になったときに、町全体での健康づ

くりイベント開催を計画したいということからの予算計上としております。具体案

は、コロナの状況と並行しながら練りたいというふうに考えております。 

 以上で健康課の一般会計歳出予算の説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 



28 

 

 石橋委員 

石橋委員  ７３ページで、課長のほうから備品購入費のスポットビジョンスクリーナーを予

算していただいているんですけれども、これは、導入は大体いつぐらいになって、３

歳児健診でされるのでしょうか。お尋ねいたします。 

委 員 長  健康課長 

健康課長  お答えいたします。 

 予算成立後速やかに行動を行いますけども、各自治体全国に同じようなことで、

１度に一斉に恐らくそういった申込みとかそういった部分があろうかと思っており

ます。現時点で、４月から動きまして、いつ購入ができて、いつからできるかという

のは、今後の予算成立後、またあたりながら進めたいというふうに思っております

ので、現時点では未定になっております。申し訳ありませんが、よろしくお願いいた

します。 

委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で、健康課の予算説明を終わります。 

 次に、こども課の予算説明を求めます。 

 こども課長 

こども課長  こども課です。よろしくお願いします。 

 一般会計予算書の４６ページをお願いいたします。 

 こども課所管予算につきまして、主要事業及び増額の主なものについて説明いた

します。 

 ２款１項２７目こども未来センター費です。総額１,１２６万円で、昨年度より３

６万９,０００円の増額となっております。こども未来センターでは、家庭の養育状

況が十分でない、児童虐待が疑われる場合など、関係機関と連携を図るため、要保護

児童対策地域協議会などを開催し、見守りや連絡調整等、各ケースの進行管理を行

っております。 

 １０節需用費です。９９万円は、子育てや子どもに関する全般的な相談、支援、虐

待防止や子どもの権利等についての周知啓発のためのチラシを作成し全戸配布する

ための費用と、虐待防止パネルを作成し啓発のために掲示するものです。 

 また、子どもの貧困対策のために新規で補助金を活用して生理用品等を購入し、

各小中学校へ配付するところです。 

 次に、４８ページ。 

 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費です。１４節工事請負費３,５６９

万６,０００円のうち４３９万６,０００円は、美和みどり保育所の幼児用トイレを

和式便器から洋式便器へ改修する費用と、美和みどり保育所児童用靴箱の木枠を改

修する費用としております。 

 １８節負担金補助及び交付金６,８３９万４,０００円のうち感染予防対策支援金

７００万円は、私立の町内保育所、幼稚園等１４施設に、新型コロナウイルス感染予

防対策のために支援金を交付するものです。 

 次に、６５ページをお願いいたします。 

 ３款２項１目児童福祉総務費です。この目の中には教育課所管分が含まれており

ますので、それを除くこども課分の支出内容については、学童保育の委託事業、子育

て支援センターで行う子育て支援事業及びファミリー・サポート・センター、赤ちゃ

んの駅事業などの経費です。 

 支出の主なものについて説明します。 

 １節報酬です。会計年度任用職員報酬の１,４５１万９,０００円は、子育て支援

センター２か所に駐在する５人の保育士と補助員１名の保育士、児童福祉係１名の
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事務職員分です。本年度、保育士１名が産休に入るため、産休代替のために４か月分

の報酬を追加して計上しております。 

 １２節委託料です。子育て支援短期利用事業委託料９万８,０００円は、緊急一時

的な事情で養育が困難な家庭の事例に対して一部補助を行っているもので、令和３

年度に１件利用があり、今後も利用が見込まれるために昨年度より３万８,０００円

の増としております。 

 また、学童保育所運営委託料５,５３６万８,０００円は、筑前町社会福祉協議会

に町内の学童保育所３か所の運営を委託しており、その運営にかかる費用で、前年

度より４１７万４,０００円の増額です。主な増額の要因は、国施策である保育士等

処遇改善対応のための賃金、職員の働き方による社会保険への加入費、三並小学校

から中牟田学童保育所に通う子の増によるタクシーの増便、新型コロナウイルス感

染症対策費などです。 

 １３節使用料及び賃借料です。子育て支援センターあいあいにおいて、災害時等

の情報を確認するためテレビを設置する予算を１７節備品購入費に計上しておりま

す。そのため、ＮＨＫ受信料が必要となりますことから、本年度より増額しておりま

す。 

 １４節工事請負費です。５万円の内訳は、先ほど説明しました子育て支援センタ

ーあいあいにテレビを設置するためのアンテナ工事になります。 

 １７節備品購入費８万５,０００円は、子育て支援センターあいあいに緊急時の情

報を収集するためのテレビ購入費と、子育て支援センターの事業記録用のデジタル

カメラの購入費です。 

 ６７ページをお願いします。 

 ３款２項２目児童措置費です。予算額１３億８,０５４万９,０００円のうち健康

課分が含まれますので、こども課分の主な支出と増減額を説明いたします。 

 １２節委託料、保育所等運営委託料では、町内の私立認可保育所５園と町外の認

可保育所広域入所に対する運営委託料で７億７,４２６万円を計上し、前年度より

６,６４６万６,０００円の増額となっております。増額の要因として、朝日地区に

新設されたアイグラン保育園朝日の保育所運営費１億１,５６１万１,０００円にな

ります。 

 また、例年、保育所運営については申請者が全員入所する前提で運営費予算を算

出しておりましたが、ここ数年、待機児童が発生し、入所できない児童がいることか

ら積算を見直し、前年度より約４,９００万円の減額計上をしております。 

 次に、１８節負担金補助及び交付金５,２２８万５,０００円で、前年度より１億

４,７５８万４,０００円の減となります。主な要因は、令和３年度に保育所等整備

事業費補助金でアイグラン保育園朝日の建設費となずな保育園雨漏り工事が終了し

たものになります。令和４年度は事業を行わないために減額になっております。 

 特別保育事業費補助金は、町内私立５園の認可保育所が行う延長保育、一時預か

り、障がい児保育の各事業を実施する補助金で３,５３９万２,０００円です。令和

４年度からアイグラン保育園朝日分６４８万２,０００円余が増額となっておりま

す。 

 次に、届出保育施設利用児童健康診断費補助金は、町内の届出保育施設に入所す

る児童が施設で受ける定期健診費用を補助するもので、園児５０人と職員分８人を

見込んで計上しております。 

 届出保育施設運営支援補助金は新規事業になります。４５万円は、届出保育施設

であった大念寺中央幼児園が令和４年度からそらまめ保育園へ移行し、幼稚園類似

施設ではなくなりますが、待機児童対策の施設として果たす役割が大きいことから、
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こども課から補助金を支出するものです。 

 また、同じ町内の届出保育施設として子育て応援どんぐりの家も補助の対象とし

ております。 

 保育士等処遇改善臨時特例交付金も新規事業になります。１,０７７万６,０００

円は、新型コロナウイルス感染症への対応等について最前線で働く保育士の支援な

どの処遇改善を目的とし、賃上げ効果が継続して取り組めることを前提とし、収入

の３％程度引き上げるための交付金を支出するものです。交付金の交付補助率は、

国が１０分の１０となっております。 

 続いて、３款２項３目の美和みどり保育所費です。本年度予算額１億９,８０４万

８,０００円は、前年度予算額より１,１１３万３,０００円の増です。美和みどり保

育所は、園児たちに食習慣の定着や心身の健全を図るための給食調理業務と、保育

所管理運営及び保育所入所児童に対する経常的経費の日常保育円滑化があります。 

 主な内容について説明します。 

 １０節需用費修繕料です。６３万６,０００円は、年間で急な園舎や調理機器等の

修繕に対応するため３３万円と園庭遊具の老朽化による塗り替え費用２５万円、畳

表入れ替え１７枚分の５万６,０００円を計上しております。 

 次に、６９ページをお願いします。 

 １４節工事請負費の９１０万８,０００円は、キュービクル取り替え工事です。高

圧の電気設備で、更新推奨時期を超過しており、変圧器の使用状況が１００％にて

使用していることから電気設備点検の指摘事項に挙げられており、こども未来基金

を活用して取り替えを行う費用です。 

 １８節負担金補助及び交付金は新規事業です。第７０回筑後地方保育事業研究大

会が、令和４年度に朝倉郡で持ち回りで行われることになっております。会場が当

番制となっており、東峰村と筑前町で大会費の負担をするところです。 

 以上、こども課分になります。 

説明を終わります。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 木村博文委員 

木村博文委員  ６７ページです。 

 ２目児童措置費の１２節と１８節に、アイグラン保育園朝日について増額になっ

ているということでございました。待機児童についていろいろ対策を取られた中で、

このアイグラン保育園朝日ができたことによって、待機児童はどれぐらい解消され

るものか。また、４年度の申請状況も、もし分かれば含めてご回答をお願いします。 

委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えします。 

 令和４年度よりアイグラン保育園朝日が開園し、保育を開始することで、昨年４

月現在と比較して、入所者数、昨年６６７名から７００名に受け入れ増となってお

ります。これに伴い、公表されている待機児童数としては、昨年２９名から今年４名

へと減少する見込みです。 

 しかしながら、０歳及び１歳児の入所保留数は依然として多く、また、保育士確保

が困難、難しいことにより既存の園の受け入れ数が昨年度より減少している現状も

あります。 

 よって、今年は町として保育士確保の施策検討を実施することや、町内及び近隣

の届出保育施設や企業主導型保育所と連携して、受け入れ数の確保に取り組むよう

に考えております。 

 以上です。 
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委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 河内委員 

河内委員  学童保育所ですけれども、指導員が足りない足りないって言っていたんですが、

それは解決できたんでしょうか。 

委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えします。 

 学童保育につきましても指導員不足により、保育のほうが限られております。毎

月の広報で学童保育のほうも募集はかけているんですが、なかなか支援員の確保に

は至ってない状況です。 

委 員 長  石橋委員 

石橋委員  美和みどり保育所ですけれども、和式のトイレを洋式にということで改修される

んですけれども、私が議員になって何回か訪問させていただいたときに、子どもた

ちがやっぱりトイレを使うときに並んだ状態ということで、現状として、今のトイ

レの個数で大丈夫なのかということをご質問いたします。 

委 員 長  こども課長 

こども課長  お答えします。 

 先ほどの児童のトイレの使用についてですが、和式を洋式に変えることによって

時間短縮等、削減されますので、スムーズにいくところだと思います。 

委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で、こども課の予算説明を終わります。 

 続きまして、福祉課の予算説明を求めます。 

 福祉課長 

福祉課長  福祉課です。予算の説明をさせていただきます。 

 ５５ページからとなります。 

 福祉課におきましては、３款民生費、１項社会福祉費の中の５つの目の予算の一

部または全部を所管しております。所管する予算総額は１４億３,０９４万５,００

０円となります。令和３年度予算と比較いたしますと６,９３７万円、５.１％の増

となります。 

 それでは、目ごとに説明させていただきます。 

 予算書の５５ページお願いいたします。 

 ３款１項１目社会福祉総務費でございます。目内予算のうち、福祉課が所管する

合計額は５,０１８万１,０００円、前年度比５９９万２,０００円の増となっており

ます。 

 １節報酬は、民生委員・児童委員５１名の年間報酬３２６万７,０００円及び民生

委員推薦会委員６名分の日額報酬１０万８,０００円及び会計年度任用職員の報酬

１９７万７,０００円を計上しております。 

 ５６ページ、お願いいたします。 

 ７節報償費でございます。行旅人・無縁死亡人遺骨保管料として２万円を計上さ

せてもらっております。 

 ８節旅費７９万１,０００円、これは、民生委員・児童委員の費用弁償及び研修費

が主なものでございます。 

 １０節需用費１０４万３,０００円は、健康福祉館管理経費が主なものでございま

す。 

 １１節役務費５１万９,０００円は、生活保護関係事務、援護関係事務の通信運搬



32 

 

費及び忠霊塔敷地内樹木剪定手数料を計上させていただいております。 

 １２節委託料４５５万６,０００円、１３節使用料及び賃借料５４万６,０００円

は、主に健康福祉館管理費を計上しております。 

 ５７ページをお願いします。 

 １４節工事請負費１９４万円は、排煙オペレーター、トップライト、雨水等排水設

備等修繕にかかる工事請負費を計上しております。 

 １８節負担金補助及び交付金は、３,５１７万２,０００円を計上しております。

前年比１３９万２,０００円の増となっております。これは、遺族会、シニアクラブ

等各種団体の高齢化等もありまして、各種団体の事務負担軽減のため、社会福祉協

議会に人員配置等により運営補助が増になったことが要因でございます。 

 １９節扶助費は、行旅人など緊急支援費として１万円を計上させてもらっており

ます。 

 次に、６０ページをお願いします。 

 ３款１項５目老人福祉費でございます。目内予算のうち福祉課の所管する予算は

５億２,５６８万９,０００円でございます。前年比７４５万９,０００円の増額、１.

４％の増となっております。 

 １節報酬２,６０２万４,０００円は、老人保護措置費入所判定委員１名分、ある

いは会計年度任用職員、地域ケア会議等委員報酬を計上しております。 

 ７節報償費１５４万３,０００円のうち福祉課の所管する予算は、出前講座等の謝

金を除く１４５万１,０００円、これは各種介護予防教室の講師謝金、長寿祝い金、

介護予防サポーター謝礼でございます。 

 ８節旅費１１２万７,０００円。 

 ６０ページから６１ページにかけて１０節需用費２０４万１,０００円は、各種事

業に係る旅費、消耗品等でございます。 

 改めまして６１ページをお願いいたします。 

 １１節役務費１４８万８,０００円は、各種事業の手数料及び保険料等を計上させ

ていただいております。 

 １２節委託料７,５２９万３,０００円のうち福祉課の所管する予算は、フレイル

予防出前講座委託料を除く７,４８０万９,０００円です。在宅介護支援センター事

務委託料、コスモスプラザ高齢者等弁当販売業務委託、高齢者虐待防止等緊急支援

事業委託、敬老館運営委託や介護保険の総合事業、一般介護予防事業及び包括的支

援事業の各種事業委託料等を計上させていただいております。各種委託料の増減に

つきましては、実績及び実績見込みや対象者等の増減により算定したところでござ

います。 

 コスモスプラザ高齢者等弁当販売業務委託について説明させていただきます。こ

のコスモスプラザ高齢者等弁当販売委託につきましては、事前通告でありましたこ

れまでのコスモスプラザ食堂運営委託について、これまでは、コスモスプラザ敬老

館食堂利用者に対し、筑前町社会福祉協議会に委託し実施してきたもので、その運

営方法を見直し、現在の食堂利用者１０名程度おられますが、その方々の利用に支

障がないよう、具体的には町の配食サービスのお弁当の一部を提供し、現在の食堂

利用者の利用に支障がないよう今後運営しようとするものです。 

 ６２ページをお願いいたします。 

 １３節使用料賃借料８１万２,０００円は、公用車、パソコンリース料等を計上し

ております。 

 １７節備品購入費３万２,０００円は、認知症予防教室の備品購入費を計上させて

いただいております。コロナ対策に対応した認知症介護予防レクの用具でございま
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す。 

 １８節負担金補助及び交付金の金額８億２,１９５万６,０００円のうち、福祉課

所管は、後期高齢者医療療養給付費負担金及びはり・きゅう・マッサージ施術費補助

金を除く３億９,９０２万９,０００円で、前年比５５７万９,０００円の増でござい

ます。 

 町、県、全国シルバー人材センターに合わせて９８０万円、町で補助を予定してお

ります。見守りネットワーク補助金１１万円、シニアクラブ補助金３６０万３,００

０円、介護保険広域連合負担金は３億８,３３５万２,０００円、５６１万８,０００

円増で計上しております。これは、広域連合規約に基づき算定されました筑前町の

負担金で、広域連合の議会で承認された金額となっております。各種研修会負担金

１６万８,０００円、認知症カフェ助成金３９万円、成年後見制度の利用助成金１４

１万６,０００円をそれぞれ計上させていただいております。 

 １９節、扶助費でございます。１,５８４万円を計上しております。老人保護措置

対象者の増により２６４万円増となっております。 

 続きまして、同じく６２ページから６４ページにかけまして、３款１項６目障害

者福祉費でございます。８億３,６３２万２,０００円、前年度比５,２２２万３,０

００円、６.７％増となっております。 

 １節報酬は、障害者支援区分認定審査会委員４名分の報酬として７６万４,０００

円。 

 ７節報償費は、朝倉地区障害者自立支援協議会における研修、講演等の講師謝金

４万５,０００円及び障害者相談員２名分の謝金５万３,０００円を計上しておりま

す。 

 ６３ページの８節旅費から１１節役務費につきましては、障害者福祉関連の事務

費が主なものでございます。 

 同じく６３ページの１２節委託料１５１万８,０００円は、障害者支援区分認定調

査、意思疎通支援事業、手話奉仕員養成研修事業、その他、障害者自立支援事業の各

種委託料を計上しております。 

 １３節使用料及び賃借料１７５万４,０００円は、認定調査、県外調査時の有料道

路使用料及び障害者のシステム使用料を計上させていただいております。 

 １８節負担金補助及び交付金２,４３１万２,０００円は、地域活動支援センター

ひだまり、みるくはうすの２か所に１,１８０万円、基幹相談支援センター等機能強

化事業補助金として１,１３７万１,０００円、その他、各種事業補助を計上してお

ります。 

 １９節扶助費８億６５８万５,０００円、前年比５,１４０万３,０００円、６.８％

の増となっています。これにつきましては、自立支援給付費５,０７７万６,０００

円の増及び自立支援医療給付費１６１万６,０００円の増が主なものでございます。 

 事前通告にありました自立支援給付費が増加している内訳といたしまして、精神

障がい者及び障がい児に係る障害福祉サービス費が特に増加しておる状況です。令

和３年度実績見込みと、この先の対象者利用日数の増なども想定して、支援が必要

な障がい者において法制度に基づいた障害福祉サービス等の利用に支障が出ないよ

うに、各種サービス事業等の扶助費として計上させていただいているところでござ

いますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 

 ６４ページ、６５ページをご覧ください。 

 ３款１項９目めくばり館費でございます。めくばり館費の管理運営に要する予算

となっており、予算額１,４２１万円、４３９万円増でございます。その主な内容は、

お風呂用灯油の単価上昇、ボイラーヒーター及びろ過ポンプの交換。 
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 あと、事前通告でありました１４節工事請負費は、主に雨水等の排水設備修繕工

事請負費となっておりますので、よろしくお願いします。 

 ６５ページ、３款１項１０目そったく基金事業費でございます。４５４万３,００

０円、６９万４,０００円の減でございます。在宅介護者リフレッシュ事業に７１万

４,０００円、介護用品給付事業に３７７万４,０００円を計上しております。 

 事前通告でありました在宅介護者リフレッシュ事業について、少し説明させてい

ただきます。 

 在宅介護者リフレッシュ事業とは、高齢者等を在宅で介護している家族を介護か

ら一時的に解放し、心身のリフレッシュを図るため、日帰り旅行や交流会を実施す

る事業で、そったく基金を財源に実施しております。例年ですと５月と１１月、年２

回、リフレッシュ日帰り旅行を、２月には交流会を実施しております。参加費につき

ましては食事代等、事業にかかる費用の一部負担金として１,０００円頂いていると

ころでございます。ただ、近年、コロナの感染拡大の状況から、前回参加者等に意見

を伺いましたところ、今回は実施を控えるべきという意見が多うございましたので、

その代替手段として在宅介護者の関わりを維持していくため、はがき等により連絡

を取り、意見交換や交流を行ったところでございます。在宅介護者からは、このよう

な連絡を取っていただいてありがたいし、気分転換になってよかったというお声も

いただいておるところでございます。 

 以上で、令和４年度福祉課の予算概要説明を終わらさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 山本一洋委員 

山本一洋委員  確認で２点お願いします。 

 ６１ページのコスモス食堂運営委託料の件ですけれども、昨年までは運営委託料

として７７５万９,０００円上がっていたんですが、今の説明によりますと、形態が

変わって、配食サービス業務委託料に変わるわけでしょうか。確認をしたいと思い

ます。 

 それともう１点は、６４ページのめくばり館の関係でございますけれども、ハッ

ピープランにめくばり館の多目的活用の項がございますが、その進捗状況はどんな

ふうになっているのかお尋ねをいたします。 

委 員 長  福祉課長 

福祉課長  お答えいたします。 

 まず、コスモスプラザの食堂についてです。これにつきましては、現在利用者が１

５名ほどで、コロナ等で少なくなっておりますが、１５名ほど、１０名ほどおられま

す。この方々が現在利用されておりますので、その方が昼食等を利用するのに支障

がないように、町の配食サービス、こちらのお弁当を提供させていただいておりま

す。このお弁当を今現在の利用者に提供して、コスモスプラザ食堂の利用者に支障

がないよう運営をしていくものでございます。 

委 員 長  山本一洋委員 

山本一洋委員  確認ですから。今までのコスモスの食堂でやっていた分は、コロナの関係で人数

が少ないから配食サービスに変えると。例えばメニューとか、いろいろあったと思

うんですけど、そういうのももうなくして、コスモスの食堂運営委託料はもうない

んだということで確認していいんですかということです。 

委 員 長  福祉課長 

福祉課長  お答えいたします。 

 今おっしゃるように、コスモスプラザの食堂に関しましては以前の管理委託料で
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発生しておりましたが、その分がなくなりまして、今回の予算計上の分と替わりま

す。配食弁当を一部提供するという予算の計上とさせていただいております。よろ

しいでしょうか。 

 それと、あともう１点ありましたハッピープランの関係につきましては、ちょっ

と所管外でございますので、お答えを控えさせてもらいます。 

 以上でございます。 

委 員 長  山本一洋委員 

山本一洋委員  所管外かもしれませんけれども、めくばり館の多目的運用ということで、めくば

り館の管轄は福祉課だと思います。じゃあ、こども課が言わないかんやったのかな

というふうに思いましたけれども、ここに活用の検討もされているというふうな形

で事前通告で書いておりますので、何かその点あったら。なければもうそういうふ

うでしてください。 

委 員 長  福祉課長 

福祉課長  お答えいたします。 

 めくばり館につきましては、コスモスプラザとめくばり館と今、お風呂等を交互

に運用させていただいております。現在、高齢者等の集いの場として、現在２０名、

３０名ほど利用されておる方がおられます。そういった方が今現在利用してありま

すので、その利用を継続しながら、いろんな利用方法についても今後検討したいと

いうふうに、福祉課では思っております。 

 以上でございます。 

委 員 長  河内委員 

河内委員  先ほどの山本委員の質問と関連ですが、配食弁当ですね。毎日利用者の数って違

うと思うんですよ。予約か何か取ってするわけですか。 

委 員 長  福祉課長 

福祉課長  お答えいたします。 

 配食弁当につきましては、配食弁当の一部をコスモスプラザ食堂の利用者に提供

するということでございます。これにつきましては、事前に予約を取って利用に支

障がないように対応したいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 以上でございます。 

委 員 長  河内委員 

河内委員  今年度から配食弁当になるということは、今、利用されている方には周知はされ

ていますでしょうか。 

委 員 長  福祉課長 

福祉課長 

 

 お答えいたします。 

 現在の利用者につきましては、いろいろこの実施にあたって意見を聞きながら、

現在の利用者１０名ほどおられますけども、その方の意見を聞きながら、こういう

ことで運用したいというふうに考えておるところです。 

委 員 長  ほかに質疑はございませんか。 

 （質疑なし） 

委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で、福祉課の予算説明を終わります。 

休  憩  

委 員 長  ここで休憩をいたします。 

 １４時３０分から再開いたします。 

（１４：２０） 

再  開  
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委 員 長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

（１４：３０） 

委 員 長  福祉課長から発言の申し出があっていますので、これを許可します。 

 福祉課長 

福祉課長  失礼します。 

 山本一洋委員のご質問でありましたハッピープランのことに関しましては、めく

ばり館におきまして、子どもたちと高齢者の交流事業ということでございますが、

現在の利用者等の意向もありまして、それについてはなかなかできないという状況

でございますので、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

委 員 長  続きまして、環境防災課の予算説明を求めます。 

 環境防災課長 

環境防災課長  環境防災課です。 

 令和４年度環境防災課に関する予算について、最初に令和４年度環境防災課の歳

出予算合計につきましては、対前年度比７,９０５万４,０００円増の９億２,５２８

万６,０００円となっています。 

 それでは、主な予算内容についてご説明させていただきます。 

 予算書の４５ページをお開きください。 

 ２款１項２５目防犯対策費、対前年度比３８０万４,０００円増の１,３９６万２,

０００円です。この目では、１０節需用費及び１４節工事請負費の防犯灯維持管理

費等経費が全体の約半分を占めております。需用費の主なものは防犯灯の光熱費で、

工事請負費は防犯灯の設置費となります。 

 続いて、４６ページをお願いいたします。 

 増額の主な要因は、１２節委託料の産休育休代替職員の人材派遣委託料３６２万

２,０００円によるものです。 

 次に、２款１項２６目交通安全対策費については、建設課所管分が入っておりま

すが、当課対象分としましては、対前年度比１３万９,０００円増の３７３万２,０

００円となっています。 

 ７節報償費については、毎月街頭活動いただいている交通指導員の謝金です。 

 １８節負担金補助及び交付金につきましては、朝倉地区交通安全協会負担金が、

町の人口増に伴い、対前年度比５万６,０００円の増、また、高齢者運転免許証自主

返納支援事業補助金の交付が、令和２年度実績から１００名分を見込み、対前年度

比８万円の増額となっております。 

 また、ご質問にありました、車を運転しなければならない人のためにアクセル・ブ

レーキペダルの誤作動を防ぐような器具の補助の考えはということでございます

が、先ほどご説明しましたとおり、町では７０歳以上の方に、事故防止のため運転免

許証の自主返納を推進しております。 

 一方で、自動車メーカーも交通事故防止の観点から車の性能も安全性を向上させ、

対歩行者等を検知する制御システムや、また、必ずではありませんけれども国が一

定の条件や予算の範囲内で補助金制度の対象とする場合もありますので、まずは車

両の購入や装置の後づけの際にはそちらをご検討いただきたく存じます。 

 その上で、このブレーキやペダルの補助を考察しますと、免許証返上を検討して

いる方に自主返納を抑制しないか懸念されます。今後は、高齢者運転免許証自主返

納を支援することを継続し、事故防止に努めながら、ブレーキやペダルの補助制度

につきましては近隣自治体を調査し、研究してまいりたいと考えております。 

 続いて、予算書４８ページをお開き願います。 
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 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費１億８,６８５万６,０００円につ

きましては、他の所管分が含まれておりまして、当課対象分としましては１,７０４

万５,０００円となっております。 

 １１節役務費につきましては、広報折込手数料で６万円、１７節備品購入費は、生

ごみ減量対策のための生ごみ処理機購入費で６９８万５,０００円です。 

 また、１８節負担金補助及び交付金の住宅用再生可能エネルギー促進補助金１,０

００万円につきましては、２０５０年カーボンニュートラルの実現や地球温暖化防

止、あるいは環境保全の意識高揚を図る目的で、省エネ設備に対して補助を行うも

のです。 

 ご質問にいただいておりました、上限２０万円、対象戸数５０世帯の設定根拠に

つきましては、太陽光発電システム及び蓄電池設置にそれぞれ１０万円を上限とし、

公称最大出力のキロワット、あるいはキロワットアワーに乗じての補助を検討して

おります。例えば、４キロワット掛け２.５万円の補助で上限１０万円のイメージで

ございます。これはあくまでも現時点でのイメージで、決定しているものではござ

いません。また、世帯数につきましては、新築専用住宅が近年１３０から１４０戸建

設されているため、約３分の１の５０世帯を設定しております。今後、要綱等で制度

設計を進めているところです。 

 次に、予算書７４ページをお開きください。 

 ４款１項５目環境衛生費につきましては、上下水道課所管分として、１８節負担

金補助及び交付金と２３節投資及び出資金が含まれており、当課対象分としまして

は、対前年度比８６８万６,０００円増の２,６３０万９,０００円となっておりま

す。増額の主な要因は、１２節委託料の第二次環境基本計画中間見直しと第四次地

球温暖化対策実行計画（事務事業編）の業務委託料です。 

 ご質問にありました地球温暖化対策実行計画につきましては、地球温暖化対策の

推進に関する法律に基づき事務事業編の作成が求められています。この計画は５年

周期で、世界、国、県の環境施策を基に、また、町施設それぞれの現状や利用状況を

基に作成しているところです。役場を１つの事業所として温室効果排出量削減に公

共的機関として取り組んでいます。 

 委託内容につきましては、現在、第三次の計画がございまして、来年度が最終年度

であるため、現行の計画で示している温室効果ガス等の目標達成状況の点検評価、

また、これまでの取り組みの実施状況調査、そして、それらを反映した計画内容の見

直し及び第四次計画の案の作成、また、温室効果ガス排出量算定支援システムの再

構築等を委託するよう計画しているものです。 

 第三次計画策定時点では、温室効果ガスを２０１３年を基準年度とし、２０３０

年度比４０％削減を目標としておりましたが、昨年４月に国から新たな方針として

削減目標を４６％にするとされており、専門性やさらなる工事の取り組みが必要と

なっていることから、今回委託するものです。 

 続きまして、７４ページに戻ります。 

 １８節負担金補助及び交付金の筑慈苑施設組合負担金につきましては、１００万

２,０００円の減額となっております。これは、火葬料の利用見込み数の増など、歳

入増により負担額が減額となっているものです。 

 続きまして、７５ページをお願いいたします。 

 ４款２項１目清掃総務費、対前年度比１万９,０００円増の２,０２０万１,０００

円です。 

 １節報酬につきましては、環境係の会計年度任用職員１名分の報酬です。主な増

額の要因は、公用車１台車検のための修繕費等の１３万３,０００円の増です。 
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 続きまして、７６ページをお願いいたします。 

 ４款２項２目塵芥し尿処理費につきましては、上下水道課所管分として、８節旅

費の一部と、１８節負担金補助及び交付金の一部が含まれており、当課対象分とし

ましては、対前年度比１,３６１万９,０００円増の６億８,９１１万７,０００円と

なっています。増額の主な要因は、１０節需用費の印刷製本費で、町指定ごみ袋の印

刷代となっており、ごみ袋の印刷部数や粗大ごみシールの増及び材料費の高騰等に

より５０２万３,０００円の増となっております。 

 １８節負担金補助及び交付金のうち、甘木・朝倉・三井環境施設組合負担金とし

て、負担金が８８８万９,０００円増額となっております。 

 ご質問にいただいておりました増額の主な要因につきましては、２つございます。 

 １つは、ごみの量自体はほぼ横ばいですが、筑前町の人口が増加したことから人

口割分が増額となっております。 

 ２つ目は、サン・ポートが建築され２０年を経過していることから、塵芥処理費の

需用費の修繕費が増額したことが理由となっております。 

 次に、予算書８９ページをお願いいたします。 

 ８款１項２目非常備消防費、対前年度比８２７万９,０００円増の６,４４５万円

は町の消防団運営活動費です。 

 １節報酬につきまして、団員報酬１,１２１万７,０００円は見込み団員数２５０

名分で算出しており、今回新たに創設しました出動報酬につきましては過去実績か

ら回数を推計し、５６０万の予算計上をしております。 

 ７節報償の退職団員報償金につきましては、５年勤務以上の団員を対象に支払わ

れているものであり、対前年度比５１万２,０００円減の４８６万４,０００円を計

上しております。 

 ８節旅費につきましては、災害時の出動手当である費用弁償を出動報酬へ組み替

えたことから、対前年度比２２８万円減の４１５万９,０００円となっております。 

 １０節需用費、修繕料につきましては、消防車両車３台の車検を予定しており、対

前年度比７９万円減の５４万５,０００円を計上しております。 

 続いて９０ページをお開きください。 

 １７節備品購入費につきましては、電波法の改正に対応するため、デジタル簡易

無線購入と消防用ホース購入のため６２４万３,０００円を計上するものです。 

 続きまして、８款１項３目消防施設費です。昨年同額の８７万７,０００円となっ

ており、消防施設の修理や消防ポンプ車の保守点検及び消防施設整備の補助を行う

ものです。 

 続きまして、８款１項４目防災費、対前年度比２,５８０万５,０００円増の４,０

１０万円です。増額の主な要因は、防災倉庫建設によるものです。 

 ご質問いただいておりました防災倉庫の内容につきましては、防災資機材を近年

充実させてきたことから保管スペースの不足が生じており、これまでの備蓄品や防

災資機材を整理し、有事の場合に適切に供給できる体制を強化することから建築す

るものです。 

 場所は、コスモスプラザ裏に車庫がありますが、さらに裏に今、受水槽がございま

す。もう井戸は扱っておりませんので、その受水槽を撤去したところを候補地とし

て検討しております。建築面積は約６６平米、２０坪程度で、平屋でございます。詳

細については、今後、設計の段階で精査してまいります。 

 次に、１２節委託料で、対前年度比２５６万７,０００円の増で、主な要因は、５

年ごとの防災行政無線局免許更新委託料及び防災倉庫の設計監理委託料です。 

 １４節工事請負費につきましては、防災倉庫の建設と町防災行政無線の微弱エリ
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ア解消のためのアンテナ局設置工事によるものです。電波の受信感度の弱いエリア

があるため解消するものでございます。 

 以上、環境防災課の歳出予算の概要説明を終わらさせていただきます。 

よろしくお願いします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 

委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、環境防災課の予算説明を終わります。 

 続きまして、農林商工課、農業委員会の予算説明を求めます。 

 農林商工課長 

農林商工課長  それでは、農業委員会事務局、農林商工課の説明をいたします。 

 まず、予算書４８ページをお願いします。 

 最初に、２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費です。ここに２つの事業

がございます。 

 １８節負担金補助及び交付金の中で、まず、筑前ビストロ街道プロジェクト事業

補助金につきましては、農家と飲食店が連携して収穫体験ツアーや商品開発などを

行い、交流人口と観光消費額の増加を目指す取り組みに対して商工会へ補助金を交

付するものです。 

 その下になります。プレミアム付商品券発行補助金につきましては、地域の消費

喚起のため商工会が取り組まれる商品券発行事業への補助で、内容は、従来の紙ベ

ースの商品券に加え、令和４年度は新たにキャッシュレス決済の商品を加えての２

頭立ての発行となります。紙の商品券は販売額３,０００万円、プレミアム率２０％

です。キャッシュレスのほうは販売額３,０００万円、プレミアム率３０％となって

います。このプレミアム分の一部補助及びキャッシュレスシステム導入経費の一部

補助といたしまして、合わせて１,００１万５,０００円の計上です。 

 続きまして、ページが飛びます。 

予算書の７７ページをお願いします。 

 ５款１項１目農業委員会費です。予算額３,２２１万５,０００円で、前年度比４

９６万４,０００円の増です。増の主な要因は、１２節委託料で、農地台帳システム

構築委託料４１８万円の新規計上でございます。これは、既存の農地台帳システム

に替わる全国共通の統一システム導入の経費でございます。 

 続いて７８ページをお願いします。 

 同款同項２目農業総務費です。予算額６,６２７万３,０００円で、前年度比５５

万４,０００円の増です。主な増の理由は、１２節委託料の中の一番下になります食

料・農業・農村基本計画策定業務委託料の新規計上でございます。これは、平成２１

年度につくった同計画の見直しを、令和４年度から２か年計画で行います。 

 続いて７９ページをお願いします。 

 同款同項３目農業振興費です。予算額３億６,４３７万９,０００円で、前年度比

９,５００万８,０００円の増です。増の主な要因は、前年骨格予算のため見合わせ

ていた農業機械導入や園芸施設整備などの投資的事業の計上や、新規事業の計上に

よるものです。この農業振興費は、町の基幹産業である水田農業及び園芸作物の生

産振興をはじめ、農業全体の振興に資するために要する予算を計上しています。 

 この中で、７節報償費でございます。事前質問通告でございました有害鳥獣捕獲

報償費３１５万円、新規の計上でございます。現在、有害鳥獣対策として、イノシ

シ、鹿の捕獲に対して国から１頭あたり７,０００円の報奨金が交付されています
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が、それとは別に、これに上乗せという形で町独自で１頭あたり９,０００円の報奨

金を交付するものです。これは、令和４年度から令和６年度の３か年の限定で交付

をして、この３年の期間内に集中して捕獲をして、イノシシ、鹿の個体数の削減を図

ります。あわせて、駆除班員の増員も図るところです。 

 続いて、１４節工事請負費１２９万８,０００円は、貸し農園内の排水施設整備の

工事費でございます。 

 続いて、１８節負担金補助及び交付金のうち主なものの説明をいたします。 

 まず、経営所得安定対策等直接支払推進事業補助金、これは水田農業推進協議会

に対する国の推進事務費でございます。 

 次の農業次世代人材投資資金は、新規就農者の生活支援に資する助成金で、１１

経営体を予定しています。 

 次の多面的機能支払交付金は、農地維持に取り組む町内３６組織及び長寿命化に

取り組む２７組織に交付予定です。 

 次の環境保全型農業直接支払交付金は、環境保全に効果の高い営農活動に取り組

む農業者を支援するものです。２つの組織を予定しています。 

 次の中山間地域等直接支払交付金については、耕作条件不利地域である中山間地

域に対して支援をするもので、本町では坂根地域が対象でございます。 

 続いて、飛びまして一番下になります。 

 水田農業担い手機械導入支援事業補助金は、農業経営体の育成確保のため必要な

機械導入を支援するもので、令和４年度は８経営体の導入を予定しています。 

 ８０ページをお願いいたします。 

 活力ある高収益型園芸産地育成事業補助金は、園芸施設や省力機械の整備を進め

収益性の高い園芸産地の育成を図るもので、８事業主体の２１経営体を予定してい

ます。 

 それから、３つ飛びまして、農産物加工所整備事業補助金は新規の計上です。これ

は、食品衛生法の改正で、漬物製造業などが新たに営業許可業種として設定をされ

たため、町内直売所の出荷者が継続して製造出荷できるよう営業許可取得のための

支援を行うものです。加工施設整備に要する経費や営業許可申請等に要する経費に

対し、対象経費２分の１以内、２５万円を上限で補助をするものです。なお、法改正

に伴う猶予期間の設定が令和６年５月末まであることから、この補助金の交付は、

それまでの令和４年度から５年度の２か年といたします。 

 次の目になります。同款同項４目畜産費につきましては、予算額１１２万２,００

０円で、前年度比９８万５,０００円の増です。増の理由は、１８節負担金補助及び

交付金のうち畜産振興総合対策事業費補助金の新規計上です。これは県の補助金で、

酪農農家へ飼料生産機械導入の２分の１補助を行うものです。 

 同款同項５目農地費につきましては、予算額９,０４６万４,０００円で、前年度

比３,００１万４,０００円の増です。主な増の理由は、両筑平野用水県営二期事業

の負担金の増でございます。 

 １８節負担金補助及び交付金のうち一番上の水利施設管理強化事業補助金は、両

地区土地改良区に対して、施設の維持管理体制の整備に対し支援をするものです。 

 下から２つ目になります、両筑平野用水県営二期事業負担金は、国営事業により

整備しました幹線から引き続き、県営事業により枝線の管路やポンプ場整備など施

設整備を行うものです。 

 県営暗渠排水事業負担金につきましては、水田の湿原対策として、平成３０年度

より５か年計画で事業を開始し、令和４年度は最終年になるところです。東小田地

区の７.４ヘクタールを予定しています。 
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 続いて、同款同項６目農業土木費、予算額５,４２９万１,０００円で、前年度比

４,５２７万２,０００円の増となっております。主な増の内容としましては、ため

池防災対策の新規事業によるものです。 

 １２節委託料、ため池特措法劣化状況評価業務委託料は、令和３年度に続き、ため

池の劣化状況の調査を行うものです。１４のため池の調査を行います。なお、財源と

なる当該国庫補助金のうち４２０万円が前倒しで３年度に交付をされ、３月補正で

計上、４年度へ繰越し予定となっています。これと合わせて合計で６００万円の予

算となります。 

 次の、ため池特措法地震耐性評価業務委託料は新規の計上です。ため池の地震と

豪雨の耐性の調査を行うものです。４つのため池の調査を行います。これも財源と

なる国庫補助金のうち１,９２０万円が前倒しで３年度に交付をされ、３月補正で計

上し、繰越し予定となっています。合計で３,２００万円の予算となります。 

 ため池土砂堆積状況調査業務委託料も新規の計上です。町内６８か所のため池の

土砂堆積量の調査を行います。これによって堆積量を割り出し、それに伴う経費を

算出し、実施計画を作成して、浚渫を順次行っていく計画でございます。 

 １４節工事請負費の中の工事請負費８３１万８,０００円は、三箇山と坂根の２か

所の農道舗装工事の計上です。 

 ８１ページをお願いします。 

 ５款２項１目林業総務費、予算額１１万４,０００円で、前年度比５万５,０００

円の増です。増の主な理由は、１８節負担金補助及び交付金の中の福岡県治山林業

協会会費１万１,０００円の新規計上等によるものです。 

 次に、同款同項２目林業振興費、予算額１,５７８万４,０００円で、前年度比２３

４万４,０００円の増です。主な増の理由は、森林環境譲与税や県補助を活用して森

林事業の新規事業に取り組むためでございます。 

 １２節委託料、森林経営管理制度業務委託料は、弥永、久光、当所、森山、畑島の

５地区の森林所有者意向調査を行うものです。 

 次の林業振興プランナー業務委託料は新規の計上です。町の森林整備へ向けた専

門人材の起用で、町の森林整備に関する推進支援を担ってもらいます。 

 次の荒廃森林整備事業施業委託料は、夜須高原地域の山林７５ヘクタールの特定

調査を行い、その中で今後荒廃のおそれがある森林を選別し、施業整備をいたしま

す。 

 １４節工事請負費２８８万８,０００円は新規の計上で、櫛木の町有林で昨年行わ

れました福岡県伐倒技能選手権の跡地を展示林として整備を行い、森林や木に触れ

合う場をつくります。令和４年度から２か年で整備を行う計画です。 

 １８節負担金補助及び交付金のうち林業振興・森林保全事業補助金も新規の事業

で、森林の適正保全に欠かせない林道や搬出路の整備を行う場合に、それを行う生

産森林組合あるいは森林組合、あるいは経営委託を受けた事業所などに５０万円を

上限に町が補助を行うものです。 

 それから、事前通告にございました林業経営者への補助金についてでございます。

林業分野にも国、県の補助事業がございます。そこで、高性能林業機械の導入などで

使われている補助金、補助事業の多くは、都道府県が取りまとめを行っています。そ

の際の補助金は町を通さず、直接、県から林業事業者へ交付をされますので、このよ

うなケースではこれらの補助金は町の予算書には反映されません。 

 続いて、６款１項１目商工総務費、予算額１,１７７万２,０００円です。 

 １８節負担金補助及び交付金のうち筑前町商工会補助金は、筑前町商工会への運

営補助金１,０７５万２,０００円でございます。 
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 ８２ページをお願いします。 

 同款同項４目労働総務費、予算額７３万８,０００円でございます。 

 続いて、同款同項５目消費者行政推進費、予算額３７１万２,０００円です。消費

生活センター運営を公益社団法人へ業務委託しています運営委託料が主な内容でご

ざいます。 

 以上で、農業委員会、農林商工課の説明を終わります。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 

委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、農林商工課、農業委員会の予算説明を終わります。 

 続きまして、建設課の予算説明を求めます。 

 建設課長 

建設課長  建設課でございます。 

よろしくお願いいたします。 

 まず、建設課の当初予算の総額につきましては４億１,１００万３,０００円でご

ざいます。前年度比１億５,３１９万７,０００円の増でございます。増の主な理由

につきましては、昨年度が骨格予算でございましたので、主に工事関係で橋梁、ある

いは道路改良事業、道路維持工事等の予算が増額になったことが主な要因でござい

ます。 

 予算書の説明につきましては人件費等の事務的経費は省略しまして、さらに例年

同様の予算もございますので、目の主なものについてご説明をさせていただきたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、予算書の４６ページをお願いいたします。 

 ２款１項２６目交通安全対策費でございます。ハード面のみ原課のほうで対応い

たしております。 

 １４節工事請負費は前年度比８２０万円の増でございます。交通安全対策特別交

付金を活用しまして、カーブミラー、防護柵、区画線等の安全対策を行うものでござ

います。増の主な理由につきましては、令和４年度、主な町の重点施策「守る」の安

心安全で暮らしやすいまちとして、交通安全対策の充実を施策として上げておりま

す。交通安全対策として通学路点検結果、カーブミラー等の地元要望の対策、さらに

は既存の区画線、あるいは路面標示等の状態も消えとったり、かなり見にくくなっ

ておりますので、例年より増額をさせていただいております。 

 次に、８１ページをお願いいたします。 

 ５款２項３目林道費でございます。１２節並びに１４節につきましては、例年同

様、林道維持に必要な管理予算として計上いたしております。 

 続きまして、８３ページをお願いいたします。 

 ７款１項１目土木総務費でございます。１節報酬につきましては、会計年度任用

職員２名分の報酬でございます。 

 次に、７節報償費につきましては、ラジコン草刈り機のオペレーター費として計

上いたしております。 

 次に、１０節需用費の主なものにつきましては、修繕料５７万１,０００円のうち

４３万２,０００円が、コロナ対策で購入いたしましたラジコン草刈り機３台分の管

理経費で、刃あるいはオイル交換等、万が一機械が故障した場合の経費として計上

いたしております。 

 さらに、光熱水費につきましては、道の駅の電気、水道料金で、過去の実績を参考
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に計上させていただいております。 

 次に、１１節につきましては、主なものとして通信運搬費として例年同様の道の

駅のネットの使用料でございます。 

 次の浄水器は、道の駅の中にあります赤ちゃんの駅の浄水器フィルター交換とし

て２万５,０００円を計上しております。 

 さらに、ラジコン草刈り機３台分の費用として、定期点検料４２万９,０００円と

損害保険料１６万５,０００円をそれぞれ計上させていただいております。 

 そこで、ラジコンキーの使用料の関係でございます。導入目的であります３密対

策、あるいは作業の負担軽減、地域の環境活動に対して町からの一部助成という考

え方もございます。したがいまして、コロナもまだ収束しておりません。しばらくは

３密対策並びに費用対効果の面からもより効果的であるというふうに思いますの

で、当面の間、とりわけ令和４年度中は徴収しないように考えております。 

 次に、１２節委託料でございます。主に例年同様、寄附に伴う分筆測量の費用と、

次のページの道の駅に伴う管理運営費としてシルバーによる日常の管理委託料、そ

れから、トイレの清掃委託料等々をそれぞれ計上いたしております。 

 そこで、事前通告をいただいておりました道の駅の委託でございます。 

 まず、３２８万２,０００円の管理業務の内容につきましては、主に来場者への対

応、あるいは施設並びに設備等の維持管理、除菌対策も含めてになります。それと、

周辺の環境美化の業務でございます。常駐１名で、就業時間につきましては、今の直

売所の営業時間帯に合わせて管理をいたしております。時間は、夏と冬で就業時間

は異なりますけれども、夏が８時４５分から１８時１５分まで、冬場は８時４５分

から１７時１５分まで、長くて１日最長９時間３０分を、午前午後で２交代で行っ

ていただいております。 

 続きまして、トイレの管理につきましては、令和４年度３５５万９,０００円でご

ざいます。業務内容につきましては、主に施設内のトイレ内清掃業務が主でござい

ます。ほかにも、室内の窓、あるいは通路等の床の拭き掃除等も行っていただいてお

りますし、外回りの草刈り等も行っていただいております。就業日につきましては、

トイレのご利用も２４時間開放しておりますので、年中無休１年３６５日で対応い

たしております。時間につきましては、令和３年度までは１日２回、午前中１回と午

後１回、午前午後とも１組２名で行っており、トータルで１日マックス６時間以内

の４名で予算計上しておりましたけれども、監査のほうからご指摘がございまして、

本年度は経費削減の面から業務内容を作業実態の確認とトイレの数等々から検討さ

せていただきまして、昨年度当初と比較しまして７２万円を減額いたしております。

変更の内容につきましては、状態も特に朝は汚れているというふうな報告を受けて

おりますが、令和４年度は清掃回数を試験的に、土日は通常どおり、午前午後に各１

回と昨年と変わりはありませんけれども、平日のみ回数を午前中１回でマックスを

３時間以内の２名に変更しております。 

 ご意見としましては、町内外より数多くの来場者がご利用されておりまして、来

場者からのご意見も、いつも清潔できれいに管理されているというふうな温かいご

意見もいただいております。そのような貴重なご意見もございますけれども、今後、

様子を確認しながら、特に状態が悪ければ元に戻すかどうかをまた再度検討したい

というふうに考えております。 

 次に、２項１目道路橋梁総務費でございます。昨年度が骨格予算のため、前年比

５,８０４万８,０００円増額になっております。 

 １２節委託料は、長寿命化対策として橋梁１件の補修設計費等と例年同様道路台

帳の更新等に伴う委託料でございます。 
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 次に、１４節工事請負費につきましては、橋梁の長寿命化対策として２橋の補修

工事、また、道路２路線の舗装工事でございます。舗装につきましては、令和３年度

から継続事業の三並地区の三並篠隈線、それから、今回新規で、特に交通量の多い幹

線の新町原地蔵線で舗装の状態がかなり悪くなってきておりますので、それぞれ打

ち換え費として計上させていただいております。 

 次に、２目道路維持費でございます。 

 １２節委託料につきましては例年同様、道路維持管理等のシルバー人材センター

による委託料が主なものでございます。 

 次に、１４節工事請負費につきましては、昨年度が骨格でございましたので、前年

度比で３,０００万円増額しております。各行政区からのご要望や緊急的な補修、苦

情等に対する維持工事費予算として、昨年度は骨格後の６月補正で増額させていた

だきまして、例年同額で予算計上しております。 

 次に、３目道路新設改良費でございます。同じく骨格予算でありましたので、前年

度比７,５５０万円の増となっております。財源は主に合併特例債を活用した事業で

ございます。 

 １２節委託料でございます。道路改良１件の測試の分でございます。 

 次に、１４節工事請負費につきましては、昨年度が骨格予算ということで、今回

６,９００万ほど増額しております。令和４年度は改良工事として、前年度からの継

続事業の依井高田線など５路線を予定いたしております。 

 次に、１６節公有財産購入費につきましては、道路拡幅工事に伴う用地費でござ

います。 

 ３項１目河川総務費でございます。 

 １８節の負担金補助及び交付金につきましては、例年同様、河川を守る会、三輪地

区５、夜須地区２４への活動補助金が主なものでございます。 

 ２目河川維持管理費でございますが、同じく昨年度が骨格予算でありましたので、

前年度比７００万１,０００円の増額となっております。 

 １４節工事請負費でございます。財源につきましては、国の緊急浚渫推進事業債

を活用しまして、防災・減災の対策として昨年度は骨格後の６月補正で増額しまし

て、例年同額の１,０００万円を計上させていただいております。 

 次に、１８節負担金補助及び交付金、前年度２００万円の増でございます。同じく

昨年度が骨格でありましたので６月補正で予算化しまして、本年度も骨格後と同額

の２００万円を計上させていただいております。この事業につきましては、令和元

年度からの継続事業の草刈機等購入費補助金でございます。補助につきましては、

各行政区からの申請に対しまして、地域の環境活動の負担軽減対策として購入金額

の２分の１を補助いたしております。予算は、令和４年度中に購入を検討されてい

る行政区があるというふうにお聞きしておりますので、そのほかにも申請があった

場合を含めた予算として計上させていただいております。補助実績につきましては、

令和元年度から令和４年度の２月末の約３か年間で、１０行政区に対し１６台、交

付金総額で６５４万９,５００円を交付いたしております。 

 次に、飛びまして１２１ページをお願いいたします。 

 １０款災害復旧費でございます。まずは現年発生災害復旧費でございます。 

 １項の農林水産業施設災害復旧費と２項公共土木施設災害復旧費のそれぞれ１目

と２目の現年発生工事予算につきましては、全て例年同様、応急工事費として予算

計上いたしております。 

 次に、過年災復旧予算でございますけれども、平成３０年度から４年連続で被害

が多数発生しておりましたが、地元関係者の方々には多大なご理解とご協力をいた
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だきまして、ようやく令和２年災までの復旧のめどが立ったところでございます。

しかしながら、令和３年災も数多く被災しておりまして、例年同様、早期復旧を進め

ておりますが、国の査定も１２月ぐらいまでございましたし、特に農災は農事等の

関係で工事の時期も限られておりますので、全て完了までには至っておりません。

したがいまして、今回過年災の工事予算で計上しております１項３目過年農災、そ

れから４目過年林道災、それから２項３目過年の道路橋梁災、４目の過年の河川災

につきましては、主に令和３年災の復旧予算としてそれぞれ計上いたしております。 

 現在、令和３年災は地元の関係者の方々にご理解とご協力をいただきながら、一

日でも早い復旧に向け随時発注しながら、さらには一部繰越しをしながら進めてお

ります。今後、災害が発生しないように願うところではございますけれども、この未

竣工の箇所につきましては、令和４年度内には全て復旧が完了するように引き続き

努力してまいりたいというふうに考えております。 

 以上で建設課当初予算の説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 田口委員 

田口委員  まず、質問に入ります前に、筑前町と朝倉市の境であります原野整備会社のとこ

ろにあります２１１号線の中に入っております暗渠の水管が小さくて、大変雨水が

たまって依井の田んぼ、それから住宅、それが今年の２月１日に無事終わったとい

う話を聞きまして、まあよかったと。平成２４年から取り組んだ事業が、関係者の皆

さんのおかげで１０年ぶりできたと。地元の人が大変喜んで、田口さん、ちょっと一

言は言うちょってくれということを言われました。 

 建設課をはじめ、関係課長さん、上下水道の課長さん、いろいろ県のほうにお願い

してやっと１０年ぶりできたということで、その間、亡くなった尾籠さんの遺族の

方がよろしく言うちょってくれというふうなことを言われておりますので、この機

会にお礼を述べたいと思います、代わって。 

 それから質問ですが、８３ページの１１節の役務費の中で、登記に係る印鑑証明・

住民票等発行手数料が２,０００円でありますけれども、用地買収とかそういう等々

の中で、地目変更、それから滅失届の指導はどうなっておるのかお尋ねいたします。 

委 員 長  建設課長 

建設課長  まず、田口委員のほうからお礼がございましたけれども、その点につきましては

ようやく、平成２４年に要望がありまして、前後につきましてはちょうど行政境で

ございましたので、上流部については朝倉市の下水道課、下流部については本町の

上下水道課のほうでそれぞれ終わっております。ようやく県もですね。国道の中の

横断部分だけが残っておったというふうなところから、なかなか進まなかったとい

うところで、田口委員のほうから以前から強く要望してくれというふうなお話があ

りましたので、今回１月３１日にようやく完了したというところでございます。貴

重なご意見ということで、ありがとうございました。 

 それから、ご質問の登記の関係につきましては、滅失、それからその辺のところに

ついてはなかなか難しいというふうに思いますけれども、用買については用地買収

に伴って発生する印鑑証明がほとんどでございまして、それ以外についてはほぼほ

ぼないのかなというふうに思っています。 

 以上です。 

委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  ８５ページでお尋ねいたします。 

 ２目の道路維持費の中の１４節の工事請負費ですが、これは私も毎年これで足り
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るんですか、増額しなくて大丈夫なんですかということは申し上げているんですけ

ど、ご承知のとおりに戸数がかなり増えて、町道の延長も延びております。新しい道

路であれば、そんな修繕費とかそういうものはまだかからないと思うんですが、や

はりそれに附属する安全設備であったり、側溝にしても流量が増えるとか、いろん

な要望が増えると思うんですが、同額で足りますか。例年と同額で足りるんですか。 

委 員 長  建設課長 

建設課長  お答えいたします。 

 ここ数年、まだ未処理件数もかなり２５０ぐらい残っております。ただ、要望も処

理も、毎年７０件ほど工事をやっておりますけれども、中には直営でできるものに

ついては直営でやったりしておりますが、なかなか町の財源を考えますと本来であ

ればこれ以上要求はしたいんですけども、なかなか町として財源もありますので、

与えられた予算の中で消化するという方法しかないのではないかと。 

 それと同時に、補助もある程度模索をしながら、一応改良については合併特例債

を活用してやっておりますけれども、ほかの維持工事で要望が出た中で、補助の案

件に乗れば、模索しながら財源確保に努めていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  限られた財源の中ということで一般質問にも出とりましたけども、安心、安全を

守るためにしっかりとここは対応していただきたいと思います。 

 それから、８４ページのみなみの里の件なんですけど、管理業務委託料とかが例

年どおりということで、総務課のほうで報告がありましたけども、予算が組んでお

りましたけども、ふるさとＷｉｓｈで２００万、宣伝すればやはりかなり増えられ

ると思うんですね。軽微な案内等もしていただいているということだったんですけ

ど、大丈夫ですか。同じ人員配置で対応できるんですか。 

委 員 長  建設課長 

建設課長  お答えいたします。 

 道の駅の情報発信ということからもあると思いますけれども、なかなか本年度、

昨年からコロナの影響で施設を利用した町の活性化につながるようなイベント等は

困難でございましたので、十分に達成できたということにはならなかったと思いま

すけれども、ただ、今の管理の中で最大限努力しながら、町の窓口になりますので、

道の駅もですね、そういったことから、お客様に対して気持ちよく来ていただいて、

気持ちよく帰っていただくというふうな、シルバーのほうにもそういった指導もし

ていただいておりますので、そういった失礼がないようなことでやっていただいて

おります。ただ、人数が多い少ないっちゅうことはなかなか言えませんけれども、必

要最小限度の中でそういった取り組みをさせていただきたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  はい、分かりました。増やしますということも無理だとは分かります。しかし、例

えば総務課、企画課、農林商工課が連携していただいて、そういうふうな観光等に対

して連携していただいて、もし足りない場合は１日でも２日でもちょっと応援に行

くとか、そういうふうな横の連携をしっかりしていただかんと、やっぱ来てもらっ

てイメージが反対悪くなるんですね、そういうきちっとした対応ができなかったら。

その辺りはきちっとしていただきたいと思います。 

 それともう１点だけすみません、お尋ねします。 

 ８３ページです。１１節の役務費のラジコン草刈機等定期点検手数料ということ
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が上がってます。これ、３台分だと思うんですけど、イメージ的に何かものすごく高

いような感じがするんですね。普通、軽トラックをこの前車検しましたけど、大体税

金が３万ぐらいと整備費が４万ぐらいとか、普通の車のナンバーのついたのもそれ

ぐらいなんですね。うちは乗用の草刈り機をちょっと特殊な形をしたのを持ってい

ますけど、年に２回サービスマンが回ってきてくれて、簡易的ですけど点検してい

ただいているんです。それはもうサービスなんですね。 

 これ、内容が何でこんなに、１台にしたら１４万３,０００円、割る３したらなる

んですけど、何でこんなに高いのかなと思うんです。お尋ねします。 

委 員 長  建設課長 

建設課長  お答えいたします。 

 予算についてはトータル３台分で計上させていただいておりますし、年２回、定

期点検を行うように考えております。整備の基本料金につきましては、車と一緒で

どこをやるかによって料金が違いますけれども、明細を見てみますと、オイル交換、

あるいはオイルフィルター交換、それからナイフ、ベルト交換、エアフィルターの交

換とか点検・清掃の整備費の整備料とか、そういった項目で上がっておりますけど

も、マックスで見た場合、１台、３で割った数字が２回ありますので、そういった数

字で、６万５,０００円で計上させていただいておりますけれども、これが必要なけ

ればおのずと項目が減ってきますので、それ以内には収まるかというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

委 員 長  木村博文委員 

木村博文委員  今、説明ありましたけども、その上の１０節の修繕料の中にラジコン草刈り機の

いろんな刃代とか何とかそんなのは入っていますということだったですよね。そし

たら、それ足したらもう約１００万とかいう話ですね。そしたら３０何万もかかる

のかなと思うんですけど。もう１回いいですか、それ。きちっと精査していただきた

いんですけど、内容をですね。 

委 員 長  建設課長 

建設課長  お答えいたします。 

 修繕料につきましては、万が一故障した場合の経費として１台あたり１０万ほど

予備費として持っております。それ以外に、経費の中に、点検費として１台あたり６

万５,０００円の消費税の３台分の２回というところで別に計上させていただいて

おりますので、この修繕料については、例えば、途中で歯が悪くて切れなくなった時

には刃の交換とかそういった費用も含まれておりますし、万が一、機械が途中で動

かなくなったといったときには修繕料として発生しますので、そういった中で予算

を別に分けて計上しております。 

 以上です。 

委 員 長  寺原委員 

寺原委員  予算資料の２０ページでちょっとお話ししたいと思います。 

 総務費のところ、交通安全施設整備事業、これが昨年に比べると随分、倍額以上の

増額という金額になっていますので、その主な内訳を教えていただきたいというの

と、もう１つは、この整備の対象となるもの、例えば、昨年私が提起して新設してい

ただいた横断歩道、あれは学校教育課が学校安全対策プログラムかな、あれで要望

が上がってきたものの中の一つということになりますよね。そういう教育課から上

がってきた要望案件について整備をなさるのか、あるいは建設課が独自に収集をし

た情報を基に整備をしていこうとされているのか、ちょっとその辺の割合というか、

分かれば教えていただきたいと思います。 
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委 員 長  建設課長 

建設課長  特に割合というか、そこまでは。毎年、区のほうからカーブミラーとか安全対策に

対するご要望がかなり来ております。特に通学路に関してもございますけれども、

先ほど委員が出されました通学路の危険箇所の点検の結果も今回反映しながら、新

年度予算で対応させていただきたいと思います。それと、道路をパトロールします

と、かなり区画線とか路面標示等も消えかかっておりますので、そういった対策も

含めて今回増額させていただいております。割合的にどうかというふうな数字まで

はちょっと今のところ持ち合わせておりませんが、そういった全体を見回して、安

全対策を講じることが必要なところを速やかに改修していきたいというふうに考え

ております。 

以上です。 

 もう１点、横断歩道につきましては、特に規制を伴う関係になりますので、公安委

員会等々が整備を行います。それから一旦停止も本来であれば、一旦停止と止まれ

がセットでありますけれども、それについても規制になりますので公安委員会にな

りますが、町の予算でそこについては現状あったものを新たに引き直すことになる

と思いますので、町のほうでやるケースもございます。ただ、新設は公安委員会のほ

うが対応いたします。 

 以上です。 

委 員 長  これで質疑を終わります。 

 以上で、建設課の予算説明を終わります。 

 続きまして、都市計画課の予算説明を求めます。 

 都市計画課長 

都市計画課長  都市計画課の歳出予算をご説明いたします。よろしくお願いいたします。 

 それでは、予算書４８ページをお願いします。 

 ２款１項３８目新型コロナウイルス地方創生費１億８,６８５万６,０００円、こ

のうち都市計画課所管の１２節委託料、空家実態調査業務委託料７０４万円ですが、

事前質問の回答を含め説明いたします。 

 平成２７年に国の空家特措法が施行されたことに伴い、本町の空き家対策に取り

組むため関係各課で構成する空家等対策検討委員会を設置し、第１回空家実態調査

を行うなどして、筑前町空家等対策計画を策定してございます。 

 現在、当計画に基づき空き家対策を進めていますが、調査後に解体されたり新た

な空き家が散見される状況があることと、既存空き家の経年劣化に伴い不良度も再

判定の必要があるため、今回の実態調査により同計画の見直しを行い、該当空き家

に対し、空家バンクや老朽危険空家除却補助を促進するなど、さらなる空き家対策

を行うものでございます。 

 次に、都市計画基本図デジタル化業務委託料４５０万円は、現在、窓口により配付

している図面をインターネットで取得できる公開型システム導入費でございます。 

 １４節工事請負費３,５６９万６,０００円のうち公園外灯ＬＥＤ化事業２,６３

０万円は、本町の主要都市公園の水銀灯２８基を省エネルギー化のためにＬＥＤ外

灯に更新するものです。 

 予算書８６ページをお願いします。 

 ７款４項１目都市計画総務費８億１,２９２万６,０００円、前年度比３３１万３,

０００円増です。増額の主な要因は、下水道事業会計出資金の増によるものです。 

 ２節給料から４節共済費は職員給与関係予算ですので説明を省略いたします。 

 １２節委託料１１８万６,０００円、空家システム更新委託料６８万６,０００円

は、実態調査によりデータベース化したシステムが５年経過し更新するものでござ
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いますが、先ほどのコロナ地方創生事業と予算執行を調整する予定でございます。 

 第１.５次スクリーニング調査業務委託料５０万円につきましては、平成２８年度

に国が第１次大規模盛土造成地調査を実施し、本町の勝山と赤坂の一部を指定して

います。これによりボーリング試験等を行う第２次スクリーニング調査の前段とな

る、第１.５次にあたる専門的な現地踏査等の確認調査を行うものでございます。 

 １８節負担金補助及び交付金４億８,８９３万７,０００円、このうち下水道事業

会計繰出負担金がほとんどを占めており、そのほかはブロック塀等撤去費や木造戸

建住宅耐震改修工事の補助金を計上しています。 

 次に、８７ページの２目公園費８,８２５万２,０００円、前年度比８９０万円増

です。多目的運動公園筑前ぽぽろなど、町内公園の維持管理費と併せ、道路沿線の緑

地や草場川桜並木等の維持管理費になります。公園費予算の内訳ですが、筑前ぽぽ

ろに関する予算が３,１７４万８,０００円で全体の約３６％となっており、それ以

外の都市公園等が５,６５０万４,０００円となります。 

 主な予算は、１１節役務費４５１万２,０００円、そのうち樹木伐採手数料４００

万円は、朝日公園などで高木となり支障を来す樹木をクレーンを用いて伐採するも

のです。 

 １２節委託料６,０９８万５,０００円は、筑前ぽぽろ及び都市公園等の通年の維

持管理委託料となります。 

 ８８ページの１４節工事請負費１,１０３万５,０００円、内訳は、安の里公園遊

具周りの陥没防止のための人工張芝工と、都市公園の駐車場で区画が消えかかって

いるラインの引き直し及びその他突発的な補修工事が５５０万円です。また、筑前

ぽぽろの調整池につきまして、建設後初めての土砂浚渫と外周道路の維持管理５５

３万５,０００円を計上しています。 

 筑前ぽぽろは、オープンから５年がたち、おかげをもちまして多くの方にご利用

いただいています。特にこども広場は、家族で来園し、たくさんの子どもたちが遊具

を楽しんでおり、休日になりますとブランコを待つ子も見受けられる状況でござい

ます。ブランコの増設のご要望もありますが、建設計画について議会とも議論を重

ね、限られた予算の中、安全性も考慮した遊具の種類や保護者の見守りが可能な全

体の配置計画に基づき建設をしてございます。これ以上の大きな遊具施設の増設は

困難であると考えるものでございます。 

 続いて、７款５項１目住宅管理費１億２,８９８万３,０００円、前年度比１億６

７６万１,０００円増です。増額の主な要因は、昨年は骨格予算であったことと、１

１節役務費２２５万５,０００円、そのうち火災保険料９６万６,０００円は、これ

まで三輪地区の団地を財政課予算で町有建物災害共済に掛けておりましたが、夜須

地区同様、全国公営住宅火災共済機構へ統合しています。 

 １４節工事請負費１億３５４万３,０００円については、町営住宅長寿命化計画に

基づき、三輪地区の各団地エレベーター修繕工事及び新太刀洗団地Ａ棟と井手団地

Ｂ、Ｃ棟の老朽化による屋根改修工事を計上しております。その他の施設におきま

しては、いずれも町営住宅を維持管理するために必要な予算措置でございまして、

前年度とほぼ同じ額を計上しております。 

 以上で、都市計画課歳出予算の説明を終わります。 

よろしくお願いいたします。 

委 員 長  説明が終わりましたので、質疑に移ります。 

 （質疑なし） 
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委 員 長  質疑がないようです。 

 これで質疑を終わります。 

 以上で、都市計画課の予算説明を終わります。 

 令和４年度筑前町一般会計予算の都市計画課の審査が終了しました。 

散  会  

委 員 長  本日はこれで散会します。 

 明日は午前１０時から会議を開きます。 

 お疲れさまでした。 

（１５：５１） 

 


